
中
世
後
期
ク
レ
タ
の
政
治
指
導
者
層
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門

ー
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
期
（
一
三
三
〇
1
一
三
五
〇
）
を
中
心
に
一

高

田

良

太

中肚後嬬クレタの政治指導者層におけるギリシア系家門（高田）

【
要
約
】
　
第
四
瞬
十
字
軍
後
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
と
な
っ
た
ク
レ
タ
の
首
府
カ
ン
デ
ィ
ア
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
の
入
植
者
の
み
を
支
配
者
層
と
み
な

す
イ
デ
オ
的
皮
…
が
存
在
し
た
が
、
＝
二
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
市
政
を
構
成
す
る
家
門
の
申
に
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
状
況
は
、
当

時
の
市
政
が
直
面
し
て
い
た
対
外
的
な
危
機
の
も
と
、
入
植
者
と
の
関
係
を
深
め
て
い
た
い
く
つ
か
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
が
市
政
に
参
醸
す
る
経
緯
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
の
協
力
的
関
係
は
、
両
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
融
合
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
系
家
門

は
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
と
し
て
の
伝
統
的
な
生
活
を
守
っ
て
い
た
が
、
入
植
者
と
の
政
治
的
・
社
会
的
関
係
に
配
癒
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
も
取

り
結
ん
で
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
デ
ィ
ア
市
に
お
け
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
共
存
を
支
え
て
い
た
の
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
側
か
ら
の
個
別

的
か
つ
イ
ン
フ
ォ
…
マ
ル
な
形
で
の
、
法
・
制
度
・
宗
教
心
性
の
す
り
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
九
二
巻
六
号
　
二
〇
〇
九
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

前
近
代
社
会
、
と
り
わ
け
中
世
西
洋
に
お
け
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
（
欝
語
・
習
俗
・
出
自
神
話
・
制
度
・
法
文
化
・
宗
教
な
ど
を
共
有
す
る
こ
と
に
基

づ
い
て
、
排
他
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
集
団
）
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
研
究
は
、
近
代
以
降
の
國
畏
国
家
の
核
を
な

す
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
鳥
形
に
あ
た
る
集
団
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
闘
的
と
す
る
。
と
り
わ
け
、
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
心
心
と
し
た
、
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ネ
イ
シ
ョ
ン
（
本
稿
で
は
広
域
的
支
配
を
確
立
し
た
政
治
的
共
同
体
を
指
す
用
語
と
し
て
割
算
す
る
）
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
は
、
中
世
前
期
か
ら
盛
期

に
か
け
て
、
特
に
政
治
指
導
者
層
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
融
合
が
、
周
辺
他
者
と
の
差
異
化
を
強
め
な
が
ら
進
ん
で
い
く
過
程
を
鮮
明
に
描
き
だ

　
①

し
た
。

　
た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
に
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
歴
史
を
、
政
治
指
導
者
層
の
統
合
過
程
に
伴
う
単
線
化
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
図
式
化
で
き

る
の
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
（
以
下
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
略
す
）
の
傘
の
も
と
に
あ
っ
て
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
共
有
さ
れ
て
い

る
中
世
西
欧
世
界
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
法
・
慣
習
・
書
語
の
差
異
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
他

方
、
様
々
な
宗
教
集
団
の
混
在
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
関
係
史
は
異
な
る
軌
跡
を
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
た
。
そ
の
一
例
は
、
申
世
の
バ
ル
カ
ン
・
東
地
嶺
桜
世
界
に
お
い
て
絶
対
的
な
存
在
感
を
示
し
て
い
た
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
で
あ
る
。
複
数
の
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ス
ニ
シ
テ
ィ
を
包
含
す
る
ビ
ザ
ン
ツ
の
枠
組
み
は
一
二
〇
四
年
の
第
四
回
十
字
軍
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
が
、
そ
の
影
響
は
各
地
で
成
長
し
た
ビ

ザ
ン
ツ
の
後
継
を
自
認
す
る
国
家
群
、
西
欧
入
支
配
地
域
、
ト
ル
コ
系
の
ベ
イ
リ
ク
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
政
体
は
近
隣
勢
力
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
対
抗
上
、
特
定
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
強
調
す
る
戦
略
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
内
部
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
を
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
す
る
多
様
な
エ
ス
一
一
シ
テ
ィ
の
混
在
す
る
状
況
が
続
い
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
指
導
者
層
を
み
て
も
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
な
っ
た
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
の
も
と
へ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
統
合
が
容
易
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
多
様
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
統
合
が
進
ま
な
い
と
い
う

社
会
的
現
実
に
背
反
す
る
形
で
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
確
立
す
る
一
五
世
紀
申
葉
ま
で
の
二
世
紀
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
特
定

の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
よ
っ
て
政
治
指
導
者
屡
を
規
定
す
る
国
制
の
枠
組
み
が
存
続
し
た
こ
と
に
は
積
極
的
な
評
価
が
あ
た
え
ら
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
バ
ル
カ
ン
・
東
地
中
海
世
界
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
関
係
を
と
ら
え
直
す
た
め
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
政
体
の
内
部
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
動
き
を
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
の
格
好
の
素
材
の
ひ
と
つ
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
｛
二
〇
四
年
以
降
に
支
配
を
開
始
し
た
海
外
領
土
ω
欝
8

富
B
鴛
、
と
り
わ
け
そ
の
政
治
・
経
済
上
の
要
で
あ
り
、
東
地
中
海
世
界
を
代
表
す
る
中
心
都
市
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
ク
レ
タ
島
の
首
府
力
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中枇後期クレタの政治指導暫履におけるギリシア系家門（高韻）

ン
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
こ
の
都
市
は
も
と
も
と
ビ
ザ
ン
ツ
都
市
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
征
服
に
伴
っ
て
お
そ
ら
く
ギ
リ
シ
ア
人
が
追
放

さ
れ
た
の
ち
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
入
植
者
（
以
下
、
入
植
者
と
す
る
）
の
居
住
空
聞
に
改
造
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
入
植
者
に
加
え
て
、
東
地
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

海
世
界
を
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
移
動
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
一
時
滞
在
者
も
住
み
つ
き
、
一
三
世
紀
の
カ
ン
デ
ィ
ア
は
概
ね
カ
ト
リ
ッ
ク

的
な
空
間
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
四
盤
紀
に
入
る
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
（
以
下
、
正
教
会
と
略
）
が
都
市
内
に
建
て
ら
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

じ
め
る
こ
と
か
ら
、
都
市
内
に
ギ
リ
シ
ア
人
が
再
び
屡
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
四
世
紀
の
カ
ン
デ
ィ
ア
は
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
の
共
生
す
る
空
間
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
共
生
の
形
態
を
め
ぐ
っ
て
は
、
中
世
後
期
の
都
市
社
会
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
史
料
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

豊
富
に
残
さ
れ
て
お
り
、
家
族
史
・
宗
教
儀
礼
・
法
文
化
な
ど
様
々
な
視
点
か
ら
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
研
究
史
上
の

重
要
な
争
点
に
な
っ
て
い
る
の
が
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
、
政
治
指
導
者
層
を
構
成
す
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
問
題
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
海
外
領
土
に
お
け
る
支
配
シ
ス
テ
ム
は
、
海
外
領
土
政
治
史
の
権
威
で
あ
る
F
・
テ
ィ
リ
エ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ポ
ス

ト
・
ビ
ザ
ン
ツ
の
他
の
国
家
・
共
同
体
と
同
様
に
単
｝
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
本
国
の
都
市
コ
ム
…
ネ
の
枠
組
み
を
海
外
領
土
に
移
植
し
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
担
い
手
と
な
っ
た
入
植
者
は
政
治
指
導
者
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
し
て
ギ
リ
シ
ア
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
は
法
的
・
制
度
的
に
峻
別
さ
れ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
～
方
で
は
、
こ
の
図
式
は
政

治
構
造
の
実
態
と
齪
館
を
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
批
判
も
あ
る
。
例
え
ば
P
・
ヴ
ィ
ド
ゥ
リ
ッ
チ
ー
ー
ラ
ッ
テ
ィ
は
、
カ
ン
デ
ィ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
行
政
・
立
法
機
関
の
ひ
と
つ
で
あ
る
大
評
議
会
8
器
強
¢
墜
臼
p
・
回
。
吋
に
お
い
て
、
議
席
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
家
門
の
中
に
、

｝
○
家
門
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
（
バ
ラ
ス
ト
ロ
、
ベ
コ
ン
ト
ロ
、
カ
リ
ヴ
ァ
、
ギ
シ
、
プ
ラ
ケ
ナ
、
グ
レ
コ
、
ス
タ
デ
ィ
、
ヴ
ェ
ネ
タ
ン
ド
、
サ
ク
リ
キ
、

　
　
⑫

ヤ
リ
ナ
）
、
七
家
門
の
外
二
言
家
門
（
ア
リ
ウ
プ
ラ
ン
ド
、
ラ
グ
ジ
ォ
も
し
く
は
デ
・
ラ
グ
ザ
、
イ
ス
ト
リ
ゴ
、
プ
ロ
ゴ
ニ
ョ
ノ
、
デ
・
プ
ラ
セ
ン
キ
ア
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

サ
ッ
ソ
、
ヴ
ァ
ッ
サ
ロ
）
、
二
家
門
の
ユ
ダ
ヤ
家
系
（
ハ
ブ
ラ
モ
、
サ
ロ
モ
ノ
）
が
確
認
で
き
る
と
主
張
し
た
。
た
だ
し
、
ヴ
ィ
ド
ゥ
リ
ッ
チ
ほ
う

ッ
テ
ィ
の
見
解
に
は
い
く
つ
か
の
点
で
事
実
の
誤
認
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
ギ
シ
、
グ
レ
コ
、
ハ
ブ
ラ
モ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
家
門
に
起

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

源
を
も
つ
家
門
で
あ
る
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
家
門
が
い
る
と
す
る
根
拠
も
明
確
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
史
家
の
S
・
マ
ッ
キ
…
が
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⑮

主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
七
家
門
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
（
カ
リ
ヴ
ァ
、
フ
ラ
バ
ニ
、
イ
ア
リ
ナ
、
プ
ラ
ケ
ナ
、
ボ
ル
ト
ロ
ニ
、
サ
ク
リ
キ
、
ス
タ
デ
ィ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
は
じ
め
と
す
る
、
非
入
植
者
の
家
門
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
、
よ
り
正
確
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
系

家
門
の
数
は
、
大
評
議
会
を
構
成
す
る
一
　
四
家
門
の
な
か
で
一
割
に
満
た
な
い
と
は
い
え
、
政
治
指
導
者
層
が
入
植
者
で
あ
り
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

カ
ト
リ
ッ
ク
と
定
義
さ
れ
る
と
す
る
テ
ィ
リ
エ
の
見
解
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
に
は
十
分
な
数
字
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ー
は
あ
わ
せ
て
、

こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
出
身
者
の
蜜
蝋
書
に
し
ば
し
ば
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
枠
組
み
を
超
え
る
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
（
カ
ト
リ

ッ
ク
と
正
教
会
の
双
方
に
轡
及
し
て
い
る
こ
と
）
を
指
摘
し
て
、
一
四
世
紀
の
カ
ン
デ
ィ
ア
の
社
会
で
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
の
混
交
が
進
み
、
両
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
差
異
を
乗
り
越
え
る
よ
う
な
長
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
枠
組
み
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
と
主
張
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
海
外
領
土
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
関
係
を
め
ぐ
る
意
見
の
相
違
が
み
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
が
立
脚
し
て
い
る
前
提
や
史
料
に
つ
い
て
検
討
し
て
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
で
先
行
研
究
の
抱

え
る
問
題
を
解
消
し
、
ク
レ
タ
に
お
け
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
よ
り
正
し
い
理
解
を
導
き
た
い
。
そ

の
た
め
に
、
ま
ず
は
議
論
の
前
提
と
し
て
、
先
行
研
究
が
共
通
し
て
立
脚
し
て
い
る
政
治
構
造
論
に
つ
い
て
、
そ
の
理
解
を
正
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
カ
ン
デ
ィ
ア
の
政
治
構
造
に
つ
い
て
の
基
本
的
理
解
と
な
っ
て
い
る
テ
ィ
リ
エ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
総
督
を
は
じ
め
と
す
る
執
政
団

体
屋
昏
Q
冒
窪
と
互
選
委
員
会
軽
輩
Φ
導
ω
の
協
議
の
も
と
で
、
入
植
者
議
会
o
o
霧
駅
¢
B
勘
＆
無
○
毎
筥
（
定
員
数
不
明
）
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

五
〇
～
三
〇
〇
名
の
大
評
議
会
議
員
が
一
年
の
任
期
で
一
年
度
に
一
圓
選
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
大
評
議
会
の
中
か
ら
さ
ら
に
総
勢
九
〇
名
の

元
老
院
o
o
器
歯
茎
B
δ
け
q
Ω
・
8
全
手
議
員
が
や
は
り
一
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
元
老
院
議
員
に
お
い
て
互
選
委
員
会
の
委
員
が
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

出
さ
れ
て
、
翌
年
度
の
大
評
議
会
∴
7
5
老
院
の
互
選
を
執
行
す
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
シ
ス
テ
ム
理
解
の
中
で
は
、
議
員
身
分
認
証
文
書

鷲
。
σ
⇔
が
発
行
さ
れ
る
大
評
議
会
が
、
政
治
指
導
者
層
の
基
盤
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
。
以
上
の
理
解
は
、
社
会
史
研
究
に

お
い
て
も
無
批
判
に
受
容
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
が
依
拠
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
疑
問
が
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
大
評
議
会

の
構
成
を
示
す
名
簿
史
料
は
、
一
三
五
六
年
度
か
ら
一
三
六
三
年
度
ま
で
の
八
年
度
分
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
間
も
議
会
の
基
盤
が
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⑳

安
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
一
三
五
〇
年
代
以
外
の
時
代
の
市
政
の
情
況
を
分
析
し
た
研
究
は
な
い
が
、

も
し
、
よ
り
長
期
間
に
わ
た
っ
て
大
評
議
会
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の

政
治
指
導
者
層
に
は
大
評
議
会
以
外
の
議
会
に
お
い
て
の
み
活
動
の
実
態
が
確
認
で
き
る
家
門
も
含
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
入
植

者
議
会
の
制
度
的
理
解
に
も
、
問
題
点
が
あ
る
。
こ
の
議
会
に
お
け
る
議
員
の
任
期
や
参
加
資
格
は
不
明
で
大
評
議
会
の
議
員
が
入
植
考
議
会

か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
的
根
拠
も
な
い
。
た
だ
し
、
当
議
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
決
議
の
賛
成
・
反
対
・
留
保
の
合
計
が
五
〇
名
か

ら
六
〇
名
に
上
る
の
で
、
こ
の
数
字
が
議
席
数
を
反
映
す
る
も
の
と
す
る
と
、
入
植
者
議
会
の
規
模
は
大
評
議
会
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
か
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
関
係
を
理
解
す
る
上
で
基
盤
に
な
っ
て
き
た
概
説
的
な
制
度
史
は
、

見
直
す
べ
き
い
く
つ
か
の
間
題
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
史
料
の
残
存
す
る
年
代
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
議
会
の
構
造
を
知
る
上
で
第
一
級
の
価
値
を
も
つ
史
料
と
し
て
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
の
研
究
が
依
拠
し
て
い
る
『
諸
議
会
史
料
集
成
』
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
は
一
三
四
〇
年
か
ら
一
三
六
三
年
ま
で
の
二
四
年
分
が
残
っ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
同
様
の
問
題
は
、
遺
言
書
な
ど
の
生
活
史
史
料
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
マ
ッ
キ
ー
の
研
究
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ

ア
系
家
門
と
入
植
者
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
混
交
と
し
て
提
示
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
が
、
そ
の
残
存
は
一
三
三
〇
年
代
か
ら
～
三
五
〇
年
代
ま
で

の
一
四
世
紀
中
葉
に
集
中
し
て
い
る
。
マ
ッ
キ
ー
は
、
こ
う
し
た
史
料
残
存
の
年
代
に
よ
る
偏
り
に
は
金
く
注
意
を
は
ら
わ
ず
、
｝
四
世
紀
の

社
会
像
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
一
般
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
四
世
紀
中
葉
に
特
有
の
政
治
的
・
社
会

的
背
景
と
史
料
の
残
存
と
の
関
連
性
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
リ
エ
の
説
明
の
枠
組
み
と
マ
ッ
キ
ー
の
実
証
的
研
究
の
間
に
な
ぜ
齪
齢

が
生
じ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
マ
ッ
キ
ー
の
研
究
が
抱
え
る
問
題
点
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
家
庭
空
間
に
つ
い
て
の
解
釈
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。

マ
ッ
キ
ー
は
先
述
の
遺
言
書
に
み
ら
れ
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
枠
組
み
を
超
え
る
よ
う
な
特
徴
か
ら
、
宗
派
を
超
え
る
婚
姻
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア

系
家
門
が
入
植
者
に
近
接
し
て
い
っ
た
結
果
、
そ
の
家
庭
そ
の
も
の
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
混
交
の
場
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
説
明
し
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た
。
こ
の
説
明
は
一
見
し
て
説
得
的
で
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
問
の
婚
姻
の
事
例
史
に
お
け
る
一
般
的
理
解
と
の
整
合
性
を
欠
い

て
い
る
。
ク
レ
タ
に
か
ぎ
ら
ず
一
三
・
一
四
世
紀
の
東
地
中
海
世
界
に
お
い
て
、
外
交
・
政
治
・
経
済
・
生
活
上
の
必
要
性
か
ら
、
宗
派
を
超

え
た
婚
姻
関
係
が
取
り
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
、
お
そ
ら
く
結
婚
式
は
夫
方
の
宗
派
に
合
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
配
偶
者
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

つ
た
女
性
が
元
の
宗
派
の
慣
翌
を
守
る
事
例
が
多
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
宗
派
を
超
え
る
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
と
、
配
偶
者
及
び
そ
の

出
身
家
系
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
変
化
す
る
こ
と
と
は
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
は
結
ば
れ
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
…
の
考
察
で
は
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
の
融
合
を
示
す
史
料
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
家
庭
空
間
を
う
か

が
う
こ
と
の
で
き
る
史
料
を
含
め
て
考
察
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
マ
ッ
キ
…
の
説
明
が
一
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
カ
ン
デ
ィ

ア
の
事
例
も
ま
た
概
説
的
説
明
と
齪
館
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
す
る
内
容
を
示
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
前
提
と

な
る
一
四
世
紀
中
葉
の
政
治
外
交
情
勢
や
市
政
の
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
い
ま
い
ち
ど
議
論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
り
、
こ
の
議
論

の
た
め
に
第
一
章
を
あ
て
る
。
つ
い
で
、
第
二
章
に
お
い
て
は
、
市
政
の
中
で
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
が
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
も
ち
、
ま
た
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
示
し
、
さ
ら
に
第
一
章
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
甫
政
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
活
動
が
一
四
世
紀
中

葉
に
市
政
が
直
面
し
て
い
た
状
況
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
の
か
を
示
す
。
最
後
に
、
第
三
章
に
お
い
て
、
生
活
史
史
料
が
示
す
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
間
の
交
流
の
証
拠
が
、
岡
時
代
の
政
治
的
状
況
と
対
応
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
の
交
流
が
新
し
い
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
創
畠
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
カ
ン
デ
ィ
ア
に
お
け
る
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
の
共
生
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
見
取
り
図
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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①
江
濁
酒
「
民
族
意
識
の
発
展
」
朝
治
啓
三
・
江
川
温
・
服
部
良
久
編
著
『
順
欧

　
溝
鼠
更
〔
下
〕
一
危
機
と
再
編
一
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
轡
房
、
…
九
九
五
年
、
～
〇

　
五
…
　
二
九
　
員
。

②
根
淳
藩
邸
夫
『
多
民
族
共
生
社
会
と
し
て
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
研
究
臨
平
成
一

　
二
年
度
一
平
成
　
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
◎
一
般
）
研
究
成
果

　
報
告
書
、
二
〇
〇
三
年
。
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③
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（
野
島
邦
子
・
中
島
由
華
訳
）
『
第
四
の
ナ
字

　
軍
i
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
略
奪
の
真
実
一
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇

　
七
年
。

④
　
ニ
カ
イ
ア
帝
蟹
に
つ
い
て
は
、
O
■
〉
峯
多
色
。
〈
．
》
、
N
庸
篭
ミ
ミ
§
、
§
場
§
織
、
ミ
篤
－

　
欺
ら
ミ
S
瀞
ミ
お
ミ
無
用
霞
ミ
～
、
帖
ミ
タ
N
吋
O
駄
－
N
恥
偽
ト
（
O
節
ヨ
σ
甑
一
台
ρ
鱒
O
O
刈
y
ジ
ェ
ノ

　
ヴ
ァ
の
海
外
領
土
に
つ
い
て
は
、
窯
．
じ
σ
鉱
員
駄
駄
“
沁
§
ミ
ミ
Q
鷺
M
ミ
詠
鰹
蔭
－

　
書
髭
ミ
ミ
臨
閑
磁
歪
聴
、
♪
働
。
ヨ
①
篇
鶏
Q
。
）
．

⑤
　
本
稿
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
入
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
話
者
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
を

　
指
す
。
ポ
ス
ト
・
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
ギ
リ
シ
ア
人
、
と
り
わ
け
商
人
は
広
範
囲
を
移

　
顕
し
た
。
〉
．
養
い
鉱
o
ρ
．
．
↓
冨
の
冨
㊦
　
ハ
ζ
Φ
霧
ぎ
艮
鼠
陣
げ
。
℃
既
器
。
δ
ぴ
q
二
」
鐸

　
℃
Φ
甑
。
舞
＞
O
o
滞
〇
二
＜
⑦
℃
o
憎
窪
蝕
ρ
．
．
幽
冥
S
ぎ
、
、
ミ
ミ
ミ
、
蓉
ミ
．
き
偽
㌶
ミ
気
§
ミ

　
ミ
冨
ミ
§
勲
（
6
G
。
9
（
話
O
鉾
幽
只
》
．
疎
い
鉱
。
ダ
◎
§
概
ミ
，
．
の
暑
貯
嘗
ミ
ミ
肉
鳥
ミ
N
や

　
ミ
勘
卜
誉
贈
3
霞
ミ
ミ
ミ
㌔
♪
（
轡
。
開
法
。
拝
回
¢
紹
y
o
げ
勲
や
臣
p
H
疑
（
以
下
、
い
鉱
。
鐸

　
O
§
§
、
と
略
す
）
Y
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
中
世
の
段
階

　
で
は
、
地
域
を
越
え
た
ギ
リ
シ
ア
入
の
団
結
と
支
配
考
へ
の
抵
抗
を
促
す
よ
う
な
、

　
政
治
的
性
格
を
帯
び
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑥
モ
レ
ア
の
フ
ラ
ン
ク
人
君
侯
の
宮
廷
が
多
様
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
集
う
場
で
あ

　
つ
た
こ
と
は
、
〉
．
墜
①
≦
’
寒
、
ミ
簿
さ
謎
鼻
N
逼
q
O
－
－
頃
吋
融
、
の
O
職
摯
ら
ミ
ミ
ミ
、

　
簿
萄
ミ
ら
欺
ミ
N
腎
ミ
ミ
禽
嵩
咋
、
ミ
鵠
ミ
溜
雰
§
ミ
咋
ぎ
ト
象
ミ
℃
愚
農
ミ
職
ミ
、
v
（
〉
夢
①
霧
．

　
6
繹
．
後
の
ミ
ッ
レ
ト
制
へ
と
つ
な
が
る
、
初
期
オ
ス
マ
ン
の
政
策
に
つ
い
て
は
、

　
朔
ピ
。
乏
蔓
’
憲
鳥
き
、
ミ
蝿
ミ
く
ぎ
肉
§
、
奪
O
、
誉
ミ
ミ
軸
⑦
ミ
、
♪
貸
⑦
タ
・
属
。
藁
▼
卜
O
O
8
y

⑦
東
地
中
海
世
界
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
出
自
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、

　
高
田
無
比
子
「
申
世
地
中
海
に
お
け
る
人
の
移
動
ー
キ
プ
ロ
ス
と
ク
レ
タ
の

　
門
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
」
一
」
前
川
和
也
編
㎎
空
間
と
移
動
の
集
会
史
』
ミ
ネ
ル

　
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
。

⑧
竃
Ω
8
彊
8
。
巳
◎
¢
．
藩
ミ
ら
騒
げ
さ
ミ
、
§
§
ミ
§
O
ミ
§
篤
塁
臥
鳶
ミ
鴨
き
ミ

　
§
職
9
・
竪
§
募
ミ
▼
（
9
罎
驚
置
ぴ
q
Φ
沁
O
O
ウ
た
だ
し
、
正
教
会
は
既
存
の
統
治
関
連

　
施
設
・
入
植
者
の
往
屠
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聞
を
縫
う
よ
う
に
環
れ
る
の
で
、

　
ギ
リ
シ
ア
人
が
住
む
街
区
を
反
映
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。

⑨
家
族
史
に
つ
い
て
は
、
ψ
窯
6
圃
（
Φ
¢
．
．
類
。
霧
㊦
ぎ
募
3
閃
。
霞
8
0
嵩
瓢
回
6
Φ
艮
¢
躇

　
く
窪
O
け
ド
昌
9
①
欝
．
．
三
舞
象
ミ
、
ヘ
ミ
、
刈
O
Ω
り
綜
）
が
、
宗
教
儀
礼
に
つ
い
て
は
》
．

　
騨
g
留
算
曾
ミ
蕊
ミ
ミ
魯
x
§
さ
§
ミ
魯
N
鶏
日
魯
q
ミ
葡
濫
岩
鳶
曾

　
さ
鉢
§
ミ
、
穴
◎
賢
き
菊
①
酢
賦
ヨ
き
戸
一
〇
㊤
切
）
が
、
法
文
化
に
つ
い
て
は
O
F
竃
鉱
8
N
o
鐸

　
、
．
¢
d
蜜
鑓
馨
ぎ
Φ
．
O
O
塁
鶴
①
窪
仙
ぎ
¢
ω
．
ぎ
く
2
お
蟻
食
ρ
鐸
O
話
8
．
．
．
b
N
ミ
暮
ミ
、
ミ
執
O
貸
譜

　
§
禽
、
ダ
畠
◎
り
り
9
が
そ
れ
ぞ
れ
基
礎
的
研
究
で
あ
る
。

⑩
幣
↓
騨
三
。
賞
貯
肉
§
ミ
ミ
僑
§
N
ミ
§
ミ
§
§
§
》
鷺
、
鳶
蝕
ミ
ミ
鳶
ミ
ミ

　
ミ
詳
も
、
蔑
§
暁
§
§
栽
ミ
国
ミ
謹
ら
ミ
§
鰍
ミ
隠
ミ
、
～
§
”
ミ
ー
函
曳
笥
魯
、
婁

（℃

ｽ
ω
し
り
㎝
o
る
口
匹
あ
鳥
．
し
り
遇
（
以
下
、
↓
窯
「
幽
卑
卜
匙
沁
ミ
、
§
譜
と
略
）
も
P

　
ゆ
刈
O
山
O
ピ
こ
の
根
鍵
に
な
る
の
は
、
一
一
二
世
紀
前
半
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
入

　
植
養
に
対
し
て
発
給
し
た
入
植
契
約
文
書
に
記
載
さ
れ
た
名
荊
が
全
て
ヴ
ェ
ネ
ツ

　
ィ
ア
人
で
あ
り
、
ま
た
、
文
書
の
中
に
は
封
建
契
約
の
継
承
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人

　
に
の
み
限
定
す
る
条
項
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
黒
俊
二

　
「
ヴ
子
不
ツ
ィ
ア
と
ロ
マ
ニ
ア
ー
植
民
地
帝
国
の
興
亡
一
」
歴
史
学
研
究
会

　
編
凹
地
中
海
世
界
史
　
第
二
巻
多
元
的
磁
界
の
展
開
』
膏
木
書
店
、
二
〇
Ω
｝
…

　
年
、
　
一
六
一
頁
を
見
よ
。

⑪
　
本
稿
で
は
家
門
を
、
父
系
か
ら
継
承
し
た
家
門
名
を
共
有
す
る
集
団
と
定
義
す

　
る
。
ク
レ
タ
の
入
植
者
の
家
門
構
造
・
慧
識
と
近
似
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ヴ
ェ

　
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
政
治
・
公
職
へ
の
参
加
資
格
の
基
準
に
な
る
の
は
家
門
で
あ
り
、

　
同
一
家
門
名
を
持
つ
も
の
同
士
は
返
佳
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
政
治
的
結
束
力
を

　
発
揮
し
た
。
Q
り
．
Ω
回
。
習
鴛
罫
．
．
ぎ
ω
Φ
母
。
ぴ
鼠
窪
②
＜
窪
。
肖
幽
窪
℃
Ω
⇒
黛
鼠
霧
Φ
”
鳴
餌
ヨ
γ

　
蕾
◎
事
忌
鵠
傷
黙
黙
甑
O
p
o
。
冒
蕪
Φ
鳴
O
弩
8
Φ
纂
7
0
0
p
山
蔓
．
．
’
ぎ
η
認
§
ミ
亀
§
、
聴

　
藩
ミ
ら
♪
Φ
昏
ト
即
訓
巴
の
λ
び
O
鵠
儒
。
鐸
搭
刈
ω
Y
高
専
京
比
子
「
都
市
国
家
ヴ
ェ
ネ
ツ

　
ィ
ア
に
お
け
る
貴
族
の
親
族
集
団
」
『
史
林
翫
第
七
五
巻
第
二
暑
、
｝
九
九
二
年
。

⑫
　
イ
ア
リ
ナ
家
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
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⑬
℃
．
≦
9
蓉
工
芸
a
’
、
、
O
§
隆
Φ
鑓
N
陶
。
鉱
。
。
越
鳥
鎧
ぴ
q
§
O
。
量
σ
q
ぎ
蝕
9
践
這

　
訂
皿
。
・
①
8
同
。
×
H
＜
．
、
．
ぎ
“
謡
。
。
岩
9
荒
田
ミ
さ
ご
し
、
昏
葺
き
欝
鋏
◎
ミ
気
ミ
ミ
9

　
納
ミ
。
・
十
三
。
タ
＜
o
｝
’
卜
。
・
（
〉
け
げ
Φ
P
の
「
一
Φ
◎
Q
一
）
も
誌
9
。
り
．

⑭
Ω
μ
o
冨
霧
罫
愚
●
織
黛
p
認
h

⑮
ボ
ル
ト
ロ
ノ
家
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

⑯
ψ
浮
島
＄
§
§
ミ
謡
§
ミ
蟻
ミ
ミ
§
慈
ミ
欺
§
9
Q
欝
ミ
ミ
、
ぎ
さ
§
ミ

　
肉
ミ
ミ
ら
ぎ
ミ
営
（
℃
茎
⇔
O
鉱
讐
β
卜
。
O
O
O
）
も
や
一
〇
ω
’
一
Φ
恥
（
以
下
、
竃
。
類
①
Φ
．
9
ヤ

　
亀
ミ
ミ
§
と
略
）
’

⑰
ミ
3
忌
」
。
。
O
直
。
。
蝉

⑱
ミ
猟
も
や
δ
O
山
ω
回
■

⑲
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
暦
は
三
月
…
露
か
ら
始
ま
る
の
で
、
…
月
と
二
月
は
円
行
の
哲

　
暦
か
ら
…
年
ず
れ
る
。
本
稿
で
は
、
史
料
上
の
日
付
を
現
行
の
西
暦
に
窪
き
換
え
、

　
特
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
暦
を
示
す
際
に
は
年
度
で
示
し
た
。

⑳
↓
び
三
㊦
嘗
簿
肉
§
§
譜
も
b
」
。
。
サ
b
。
寡

⑳
拙
稿
「
｝
三
六
三
年
八
月
九
日
蜂
起
に
み
る
都
市
カ
ン
デ
ィ
ア
の
エ
ス
ニ
シ
テ

　
イ
ー
「
入
植
特
ギ
リ
シ
ア
化
」
要
因
説
を
め
ぐ
っ
て
一
」
『
西
洋
史
学
撫
二

　
三
三
暑
、
二
〇
〇
九
年
、
四
五
－
鰯
八
頁
（
以
後
、
拙
稿
コ
三
六
三
年
」
と

　
略
）
。

⑫
原
史
料
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
国
立
文
轡
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
〉
需
銭
三
〇

　
ω
け
簿
O
象
く
Φ
郡
震
罫
b
ミ
当
職
帖
9
隷
ミ
麟
こ
d
甲
郎
（
以
下
、
b
§
貸
ミ
9
嵩
ミ
Q
と

　
略
）
．
こ
の
史
料
の
う
ち
約
半
分
の
分
量
に
あ
た
る
、
一
三
四
〇
年
か
ら
　
三
五

　
〇
年
に
か
け
て
の
史
料
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
b
§
貸
ミ
9
謡
ミ
翁
O
§
鷺
、
ミ
嵩

　
ら
§
恥
ミ
ミ
§
N
N
恥
へ
O
－
N
恥
嫡
9
Φ
9
塑
く
賦
臨
。
財
党
㌶
9
（
＜
Φ
a
o
ρ
6
刈
①
）
（
以
下
、

　
9
ミ
ミ
ミ
嵩
昏
§
ω
ミ
O
、
ミ
ミ
と
略
y

⑬
P
鍔
峯
8
押
、
．
G
。
鴫
ヨ
σ
固
。
鴇
拶
銭
H
簿
①
讐
β
・
瓢
o
p
ω
。
ヨ
Φ
Ω
話
。
8
－
冨
警
評
ヨ
㍗

｝幽

@
ω
ヨ
じ
ご
旨
意
貯
ヨ
短
日
Φ
監
製
包
ω
二
δ
婁
巨
亀
手
§
§
ぎ
ぎ
き
挙

　
さ
ミ
餐
き
刈
（
お
謬
）
．
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第
一
章
　
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
支
援
政
策
の
決
定
過
程

　
；
三
一
〇
年
代
か
ら
一
三
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
代
は
、
カ
ン
デ
ィ
ア
に
緊
張
を
も
た
ら
す
事
件
が
続
い
て
い
た
晴
代
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
は
、
『
諸
議
会
史
料
集
成
』
の
史
料
解
釈
上
の
前
提
を
濯
え
な
お
す
た
め
に
、
こ
の
時
代
の
政
治
決
定
過
程
に
お
け
る
、
布
政
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

（㎜

j
　
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
四
世
紀
中
葉
の
東
地
中
海
の
国
際
情
勢
の
焦
点
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
の
が
、
小
ア
ジ
ア
の
都
市
ス
ミ
ュ
ル
ナ
を
め
ぐ
る
攻
防
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

四
世
紀
に
入
っ
て
も
十
字
軍
運
動
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
が
、
こ
の
時
代
に
は
十
字
軍
熱
が
大
規
模
な
軍
事
運
動
に
結
実
す
る
こ
と
は
な
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く
、
む
し
ろ
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
を
糾
合
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
一
例
が
ト
ル

コ
勢
力
の
存
在
感
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
エ
ー
ゲ
海
で
あ
る
。
一
四
盤
面
初
頭
か
ら
主
に
ア
イ
デ
ィ
ン
や
メ
ン
テ
シ
ェ
と
い
っ
た
南
西
小
ア
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ア
の
べ
イ
リ
ク
は
軍
船
を
建
造
し
て
エ
ー
ゲ
海
に
乗
り
適
し
、
貿
易
船
や
沿
庫
地
域
を
対
象
と
し
た
略
奪
行
為
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
小

ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
が
次
々
と
ト
ル
コ
勢
力
の
手
に
落
ち
る
と
い
う
現
実
が
重
な
っ
た
。
一
三
一
七
年
頃
に
は
ア
イ
ゲ
イ
ン
の

エ
ミ
ー
ル
、
メ
フ
メ
ト
が
ス
ミ
ュ
ル
ナ
を
攻
囲
し
た
ほ
か
、
　
一
三
二
六
年
に
オ
ス
マ
ン
・
ベ
イ
は
プ
ル
サ
を
奪
い
、
さ
ら
に
ビ
テ
ユ
ニ
ア
地
方

　
　
　
　
④

を
脅
か
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
ア
イ
デ
ィ
ン
や
メ
ン
テ
シ
ェ
を
中
心
と
し
た
ト
ル
コ
勢
力
の
拡
大
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
の
間
で
警
戒
感

が
生
ま
れ
て
い
た
。
一
三
一
八
年
に
は
、
ク
レ
タ
総
督
が
ト
ル
コ
船
の
海
賊
行
為
に
対
す
る
非
難
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
元
首
島
○
α
q
⑦
に
書
き
送

　
⑤つ

た
。
さ
ら
に
、
一
三
二
〇
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
、
ト
ル
コ
勢
力
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
海
外
領
土
に
対
す
る
掠
奪

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

行
為
を
強
化
し
た
た
め
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
ト
ル
コ
勢
力
の
関
係
は
悪
化
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
教
皇
庁
と
そ
の
後
ろ
盾
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

国
王
に
接
近
し
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
、
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
、
ビ
ザ
ン
ツ
な
ど
を
巻
き
込
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
徒
連
合
の
実
現
を
画
策
し
た
。
一
三
三

三
年
の
夏
、
教
皇
会
心
ネ
ス
ニ
ニ
世
は
十
字
軍
の
実
現
の
た
め
の
神
聖
翼
翼
ω
き
。
β
§
δ
を
呼
び
か
け
る
書
簡
を
フ
ラ
ン
ス
国
王
や
ビ
ザ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ツ
皇
帝
を
は
じ
め
と
す
る
各
方
面
に
送
っ
た
。
そ
の
結
果
結
成
さ
れ
た
十
字
軍
は
、
；
一
三
四
年
九
月
に
は
す
で
に
そ
の
活
動
を
開
始
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

り
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
の
一
部
を
占
領
し
た
。
さ
ら
に
、
一
三
四
二
年
に
即
位
し
た
新
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
平
倉
は
、
当
時
、
エ
…
ゲ
海
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
対
す
る
侵
略
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
た
ア
イ
デ
ィ
ン
の
ベ
イ
で
あ
る
ウ
ム
ル
に
対
抗
す
る
十
字
軍
を
計
画
し
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
や
ビ
ザ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ツ
皇
帝
ヨ
ハ
ネ
ス
挙
世
に
援
助
を
求
め
た
。
こ
の
十
字
軍
は
一
三
四
四
年
～
○
月
二
八
日
に
は
ス
ミ
ュ
ル
ナ
を
攻
略
し
た
た
め
に
、
こ
の
町
の

名
前
を
と
っ
て
研
究
史
上
で
は
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
六
世
は
さ
ら
な
る
戦
線
の
拡
大
を
望
ん
だ
が
、
ウ
ム
ル

の
反
撃
と
そ
し
て
何
よ
り
～
三
四
七
年
に
流
行
し
は
じ
め
た
黒
死
病
が
足
か
せ
と
な
っ
て
、
こ
の
十
字
軍
の
役
捌
は
ス
ミ
ュ
ル
ナ
の
防
衛
に
隈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
は
テ
ィ
ム
…
ル
に
よ
っ
て
攻
略
さ
れ
る
一
四
〇
二
年
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
の
支
配
下

に
置
か
れ
た
が
、
十
字
軍
を
構
成
し
た
各
勢
力
は
一
三
五
一
年
か
ら
一
三
五
五
年
ま
で
に
、
個
珊
に
ア
イ
デ
ィ
ン
、
メ
ン
テ
シ
ェ
と
の
和
平
を
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結
ん
で
年
毎
の
貢
納
を
始
め
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

五
〇
年
代
に
は
、
十
字
軍
の
母
体
と
な
る
神
聖
同
盟
は
実
質
的
に
解
体
し
た
。

（
二
）
　
ス
ミ
ュ
ル
ナ
派
兵
へ
の
協
力
と
政
治
決
定

72　（1026）

　
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
と
ト
ル
コ
勢
力
の
間
の
緊
張
関
係
が
増
大
し
た
一
四
世
紀
中
葉
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
カ
ン
デ
ィ
ア
市
政

府
の
主
な
関
心
は
ス
ミ
ュ
ル
ナ
情
勢
の
対
応
に
あ
っ
た
。
『
諸
議
会
史
料
集
成
』
の
中
で
ま
ず
特
筆
す
る
べ
き
は
、
一
三
四
五
年
一
月
～
七
B

の
ウ
ム
ル
に
よ
る
ス
ミ
ュ
ル
ナ
襲
撃
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
十
字
軍
側
で
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
大
司
教
の
ヘ
ン
リ

ク
ス
・
デ
・
ア
ス
テ
ィ
を
は
じ
め
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
ペ
ト
ル
ス
・
ゼ
ノ
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
の
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
・
ザ
ッ
カ
リ
ア
な
ど
、
指
揮

権
を
も
つ
幕
僚
の
多
く
が
そ
の
命
を
失
い
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
は
陥
落
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。
こ
の
敗
戦
に
対
し
て
、
東
地
中
海
の
キ
リ
ス
ト
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

勢
力
は
す
ば
や
く
増
援
の
体
制
を
整
え
て
お
り
、
カ
ン
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、
一
月
二
四
日
の
入
植
者
議
会
の
席
上
で
、
増
援
協
力
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
⑭

決
議
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
文
面
を
み
る
と
、
十
字
軍
の
支
援
策
が
元
老
院
で
も
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
芝
葺
に
元
老
院

で
な
さ
れ
た
決
議
に
は
、
以
下
の
文
面
が
記
さ
れ
る
。

状
況
に
よ
っ
て
は
遅
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
ヵ
月
の
う
ち
に
二
隻
の
ガ
レ
i
船
を
議
員
し
ま
た
木
製
の
百
本
の
擢
を
一
組
用
意
し
て
、
神
聖
岡
盟
に
力

を
貸
し
、
［
ス
ミ
ュ
ル
ナ
へ
の
］
救
援
に
楚
く
旨
が
入
植
者
議
会
で
決
議
さ
れ
た
。
以
上
の
決
議
の
内
容
を
キ
リ
ス
ト
の
御
名
の
も
と
に
、
元
老
院
議
会
に

　
　
　
　
　
⑮

お
い
て
承
認
す
る
（
［
］
内
は
筆
者
に
よ
る
訳
補
）
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
支
援
決
定
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
議
会
が
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
申
で
も
入
植
者
議
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
や
や
先
行
し
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
岡
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
ガ
レ
ー
船
の
調
達
と
そ
の
た
め
の
委
員
の
選
定
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ま
た
外
科
医
と
の
契
約
と
い
っ
た
十
字
軍
関
連
の
決
議
が
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
お
い
て
の
み
ま
と
め
ら
れ
た
。
以
上
の
事
実
は
、
十
字
箪
支
援



に
関
わ
る
政
治
決
定
の
場
が
、
入
植
者
議
会
と
元
老
院
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
っ
て
よ
う
や
く
以
下
の
決
議
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

か
た
や
、
大
評
議
会
で
は
、
二
月
六
臼
に

二
名
の
補
佐
官
が
選
ば
れ
、
そ
の
身
分
を
確
認
さ
れ
た
。
彼
ら
と
共
に
、

い
る
］
総
督
の
帰
着
ま
で
、
執
政
団
体
を
運
営
す
る
よ
う
に
。

ク
レ
タ
の
統
治
官
で
あ
る
ロ
ゲ
リ
ウ
ス
・
ル
チ
ニ
殿
は
、
［
現
在
ス
ミ
ュ
ル
ナ
に
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こ
の
史
料
も
大
評
議
会
の
補
助
的
な
役
割
を
示
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
に
大
評
議
会
が
具
体
的
な
政
策
決
定
を
遂
行
し
え
た
の
は
、
十
字
軍

の
援
助
の
た
め
に
総
督
が
不
在
に
な
る
と
い
う
特
別
な
事
態
が
生
じ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
そ
の
後
も
踏

襲
さ
れ
た
。
一
三
四
七
年
二
月
に
は
再
び
、
島
内
で
十
字
軍
援
助
の
た
め
の
政
策
決
定
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
も
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
た
の
は
元
老
院
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
一
連
の
政
策
立
案
に
、
大
評
議
会
が
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
、
五
月
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

夕
月
三
一
日
に
は
医
師
・
蹄
鉄
工
琶
p
。
冨
ω
o
接
ぎ
9
ω
と
の
給
与
契
約
を
め
ぐ
る
四
つ
の
決
議
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
決
議
も
、
専
ら
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

優
者
議
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
翌
日
に
な
っ
て
無
投
票
で
大
評
議
会
の
事
後
承
諾
を
得
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
十
字
軍
支
援
の

政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
起
点
に
な
っ
た
の
は
本
国
の
元
首
あ
る
い
は
そ
の
代
理
権
を
も
つ
総
督
で
あ
っ
た
が
、
執
行
団
体
は
元
老
院
や
入
植

者
議
会
の
賛
同
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
具
体
的
な
支
援
の
手
続
き
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十

字
軍
期
の
市
政
は
、
し
ば
し
ば
入
植
者
議
会
が
元
老
院
に
優
越
す
る
か
た
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
両
者
を
権
力
の
両
輪
と
す
る
構
造
を
呈
し
て
お

り
、
大
評
議
会
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
こ
の
時
期
の
事
件
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
見
よ
。
ψ
菊
量
。
野
拶
鐸
臥

ミ
無
ミ
寝
ミ
O
ミ
鶏
§
9
〈
o
ド
ら
。
翁
｝
お
嗣
ぎ
α
Q
鳥
。
ヨ
Φ
o
脇
〉
霞
①
長
腰
鰹
①
ピ
㌶
興

　
O
箋
ω
p
ρ
繕
ω
）
喧
（
O
黛
ρ
二
野
置
σ
Q
Φ
▽
お
⊆
臼
蒔
）
…
甥
↓
7
ヨ
Φ
鱈
、
、
ピ
Φ
ω
屋
冨
鳳
○
器
窪
窪
の
す

0
器
8
薄
ざ
ω
冷
熱
諏
訪
ε
村
∩
ω
縣
．
〉
ω
【
㊦
駐
器
癖
Φ
髭
罎
く
①
ω
【
0
巳
①
（
〈
興
ω

雛
蒔
。
。
∴
ω
O
O
）
．
．
」
麗
卸
ミ
翁
ミ
“
ミ
ミ
誌
誌
偽
帖
ミ
ミ
ミ
勘
§
ミ
駄
藝
疑
職
跨
嘗
ミ
㍗

、
§
禽
O
ら
ミ
譜
N
O
∴
軌
恥
愚
、
笥
ミ
門
端
N
℃
偽
ト
く
。
ド
N
λ
じ
d
Φ
同
σ
q
鑓
鼻
切
り
鐙
）
、
甥
P
蛇
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舘
一
（
以
下
↓
ぴ
窪
8
．
、
り
霧
邑
p
・
岱
。
塁
．
．
と
略
y
矯
〉
町
壽
瀞
『
・
．
．
い
．
募
8
陶
冨
薄

　
冨
α
q
9
ぴ
q
理
毬
窯
Φ
鳥
①
雛
み
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訂
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Φ
ω
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鴇
器
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算
①
溶
の
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賦
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ω

　
欝
お
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・
P
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Q
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知
e
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詞
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d
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象
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ミ
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畑
器
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食
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窪
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勘
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旨
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ミ
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”
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G
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身
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。
。
。
）
（
窪
琶
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導
（
該
8
鯉
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ミ
ミ
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略
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②
例
え
ば
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
の
初
代
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
五
世
は
熱
心
に
十
宇
軍
の

　
実
現
を
．
訴
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
Q
り
Φ
欝
o
ρ
o
や
。
登
ロ
ワ
δ
↑
一
①
ρ

（D　＠＠O＠

N
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魯
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罫
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ρ

⑨
ミ
鉢
も
．
ω
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ω
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Φ
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拝
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跳
も
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8
h

⑪
↓
薯
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ω
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§
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Φ
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亀
野
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N
鋤
3
鴛
㌶
匹
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拝
魯
・
職
、
こ
ロ
夏
毛
よ
ρ

⑫
こ
の
縛
に
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
聞
の
戦
争
が
本
格
化
し
た
た
め
、

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
十
字
軍
に
対
し
て
支
援
す
る
余
力
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
原

　
際
で
あ
る
。
い
二
曹
亀
魍
息
■
職
計
や
罵
ω
｝
N
碧
ぴ
母
㌶
α
o
鐸
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・
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⑱
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。
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⑯
　
元
老
院
で
ま
と
め
ら
れ
た
決
議
は
、
㌧
ミ
罫
ぎ
・
b
。
ρ
卜
。
一
噂
b
。
9
入
植
者
議
会
で

　
ま
と
め
ら
れ
た
決
議
は
、
奪
ミ
”
昌
ρ
卜
。
N
N
。
。
。
卜
。
P
ω
ρ
ω
餅

⑰
　
こ
れ
ら
の
決
議
は
入
植
者
議
会
で
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
き
ミ
鷺
窃
9
b
。
9
。
’

　
鍾
る
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3
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第
二
章
　
権
力
構
造
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門

（一

j
　
政
治
指
導
書
層
を
構
成
す
る
家
門
の
カ
テ
、
羅
り

前
章
に
お
け
る
考
察
は
、
一
四
世
紀
中
葉
の
政
治
指
導
者
層
を
把
握
す
る
上
で
、
大
評
議
会
以
外
の
政
策
決
定
機
関
、
特
に
入
植
者
議
会
と
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元
老
院
の
人
的
構
成
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
入
植
者
議
会
の
名
簿
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
し
ば
し
ば
こ
の
議
会

の
議
席
保
有
者
が
指
名
さ
れ
て
委
員
会
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
参
照
し
た
結
果
と
し
て
、
四
八
家
門
か
ら
選
出
さ
れ
た
八
五

名
（
推
定
さ
れ
る
実
数
、
な
お
名
蔚
の
判
別
が
で
き
な
か
っ
た
二
名
を
除
け
ば
八
三
名
に
な
る
）
の
議
席
保
有
者
の
家
門
名
と
委
員
に
選
出
さ
れ
た
圃
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
～
覧
に
し
た
（
本
稿
末
尾
の
表
｝
を
見
よ
）
。
ま
た
、
元
老
院
に
つ
い
て
は
、
；
一
四
一
年
度
か
ら
一
三
六
三
年
度
に
か
け
て
の
一
一
三
年
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

う
ち
、
計
一
九
年
度
の
名
簿
が
残
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
元
老
院
の
名
簿
か
ら
得
た
情
報
を
、
判
明
し
た
入
植
者
議
会
議
席

保
有
者
の
～
覧
に
よ
っ
て
補
足
す
る
こ
と
で
、
政
治
指
導
者
層
を
復
元
し
、
そ
の
中
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
た

い
。

　
本
論
に
入
る
前
に
、
い
く
つ
か
の
説
明
を
補
足
し
て
お
く
。
ま
ず
、
元
老
院
の
名
簿
は
年
度
が
変
わ
る
前
の
＝
一
月
な
い
し
～
月
に
作
成
さ

れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
議
席
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
物
は
延
べ
数
に
し
て
七
一
八
八
○
名
（
史
料
の
摩
滅
に
よ
っ
て
、
家
門
や
名
前
が
判

別
困
難
な
人
物
を
含
む
）
で
あ
り
、
史
料
の
保
存
状
態
や
同
｛
人
物
の
同
定
の
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
実
数
で
は
六
〇
〇
名
前
後
に
の
ぼ
り
、
家

門
名
か
ら
は
一
六
四
家
門
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
名
簿
上
で
は
毎
年
一
〇
名
余
り
の
名
前
が
消
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
考

え
ら
れ
る
が
、
顕
著
な
の
は
家
門
か
ら
の
選
出
人
数
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
岡
じ
家
門
か
ら
同
一
年
度
に
嘉
名
以
上
が
選
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
家
門
か
ら
数
名
か
の
人
物
の
名
前
が
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
問
一
家
門
の
集
団
が
政
治
意
思
を
属
島
す
る
も
の
と

し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
特
定
の
家
門
へ
の
議
決
権
の
集
中
を
排
除
す
る
政
治
的
配
慮
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
選
出
さ

れ
た
人
物
の
死
亡
や
引
退
、
失
脚
に
際
し
て
も
名
前
が
消
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
選
出
の
事
実
自
体
が
、
政
治
指
導
者
層
に
お
け

る
家
門
の
影
響
力
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
消
さ
れ
な
い
名
前
と
は
区
別
し
た
上
で
、
消
さ
れ
た
名
前
も
考
察
の
対
象
に
す
る
。

　
元
老
院
議
席
名
簿
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
恣
意
性
を
排
す
る
た
め
に
、
四
つ
の
指
標
（
総
選
出
回
数
、
家
門
か
ら
の
選
出
人
数
（
推
定
さ
れ
る
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

数
）
、
年
毎
に
家
門
か
ら
選
出
さ
れ
た
人
数
、
選
出
期
間
）
に
も
と
づ
い
て
カ
テ
ゴ
リ
を
設
定
し
た
（
本
稿
末
尾
の
細
工
を
見
よ
）
。
こ
の
中
で
家
門
か

ら
の
選
出
人
数
と
、
年
毎
に
家
門
か
ら
選
出
さ
れ
た
人
数
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
消
さ
れ
た
名
前
の
問
題
や
、
史
料
の
摩
滅
に
よ
っ
て
家
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跳
鼠
や
名
前
を
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
ま
た
名
簿
の
年
度
に
よ
っ
て
名
前
の
表
記
が
変
わ
っ
て
く
る
た
め
に
同
一
人
物
を
別
人
物
と
し

て
数
え
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
人
数
を
最
小
値
か
ら
最
大
値
ま
で
の
範
囲
で
示
す
こ
と
に
し
た
（
表
で
は
確
定
的
な
最
小
値
を
ま
ず
記
し
、
括

弧
の
中
に
推
定
の
最
大
値
を
記
入
し
た
）
。

　
A
　
権
力
の
中
枢
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
家
門
　
　
家
門
の
構
成
員
の
総
選
出
回
数
が
多
く
、
か
つ
史
料
の
残
存
す
る
ほ
ぼ
全
期
闘
に
わ
た

っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
家
門
は
政
治
指
導
者
層
の
な
か
で
継
続
的
に
確
固
た
る
位
置
を
確
保
し
て
い
た

も
の
と
見
な
せ
る
。
そ
の
中
で
も
さ
ら
に
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
け
ら
れ
る
。
家
門
と
し
て
の
規
模
が
大
き
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
か
つ
多
く

の
構
成
員
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
家
門
に
つ
い
て
は
A
と
定
義
す
る
。
旦
ハ
体
的
に
は
年
毎
に
家
門
か
ら
選
出
さ
れ
た
人
数
が
常

に
多
い
家
門
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
家
門
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
グ
ラ
ド
ニ
コ
（
家
門
番
号
｝
）
、
デ
・
モ
リ
ノ
（
家
門
番
号
三
）
、
ク
イ

リ
ノ
（
家
門
番
号
闘
）
、
ヴ
ェ
ネ
リ
ォ
（
家
門
番
号
五
）
と
い
っ
た
家
門
だ
が
、
こ
れ
ら
の
家
門
の
構
成
員
の
多
く
は
入
植
者
議
会
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

委
員
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
回
数
も
多
い
こ
と
か
ら
、
権
力
構
造
の
中
枢
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
必
ず
し
も
多
く
の
構

成
員
が
議
席
保
有
者
と
し
て
指
名
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
議
席
を
獲
得
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
元
老
院
内
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

で
の
安
定
的
な
影
響
力
を
確
保
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
も
存
在
す
る
。
権
力
構
造
に
お
け
る
影
響
力
は
強
い
が
、
A
に
比
べ
て
家
門

の
規
模
が
小
さ
か
っ
た
か
、
権
力
構
造
へ
の
影
響
力
が
限
定
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
家
門
で
、
総
選
禺
圓
数
お
よ
び
年
毎
に
家
門
か
ら
黒
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
た
人
数
が
少
な
い
家
門
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
A
と
定
義
す
る
。
ム
ダ
キ
オ
（
家
門
番
号
；
　
や
コ
ル
ナ
リ
オ
・
デ
・
ド
モ
・
マ
イ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
⑤

ル
（
家
門
番
号
一
六
）
、
コ
ル
ナ
リ
オ
（
家
門
番
号
二
三
）
と
い
っ
た
家
門
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
入
る
。
入
植
者
議
会
へ
の
委
員
選
出
の
点
か
ら
み

る
と
ム
ダ
キ
オ
家
や
コ
ル
ナ
リ
オ
家
は
選
出
さ
れ
て
い
る
圃
数
は
多
い
も
の
の
、
人
数
は
多
く
な
い
の
で
、
家
門
の
規
模
そ
の
も
の
が
小
さ
か

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
で
、
コ
ル
ナ
リ
オ
・
デ
・
ド
モ
・
マ
イ
オ
ル
家
か
ら
は
一
名
が
一
笑
選
出
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
元
老

院
と
入
植
者
議
会
で
は
そ
の
政
治
的
影
響
力
を
異
に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
B
　
政
治
指
導
者
屡
の
な
か
で
影
響
力
が
変
化
し
て
い
る
家
門
一
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
は
、
政
治
指
導
者
層
の
な
か
で
　
定
の
影
響
力
を
確
保
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中世後期クレタの政治指導者層におけるギリシア系家門（高田）

し
て
い
た
が
、
そ
の
期
間
が
ご
く
短
か
っ
た
家
門
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
選
出
期
間
は
一
五
年
以
下
と
比
較
的
短
い
も
の
の
、
総
選
畠
回
数

が
比
較
的
多
い
家
門
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
ど
の
時
点
で
布
政
に
関
与
し
て
い
た
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
く
つ
か
の
家
門
は
、
元
老
院
名
簿
の
初
期
に
は
頻
繁
に
登
場
す
る
も
の
の
、
後
半
期
に
な
る
と
全
く
指

名
さ
れ
な
く
な
る
。
家
門
の
中
心
と
な
る
人
物
が
死
去
し
た
り
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
か
ら
引
退
し
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
政
治
的
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

カ
を
失
っ
た
と
み
る
べ
き
家
門
で
あ
り
、
B
と
定
義
す
る
。
～
方
で
、
B
と
は
逆
に
、
元
老
院
名
簿
の
初
期
に
は
全
く
そ
の
家
門
名
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
後
半
期
に
な
る
と
頻
繁
に
名
簿
に
登
場
す
る
家
門
も
存
在
す
る
。
元
老
院
に
お
け
る
政
治
的
影
響
力
を
増
大
さ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
家
門
で
、
こ
れ
を
B
と
定
義
す
る
。
B
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
こ
れ
ら
の
家
門
の
メ
ン
バ
ー
が
、
入
植
者
議
会
に
お
い

て
委
員
に
選
出
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。

　
C
　
政
治
指
導
者
層
の
な
か
で
一
定
の
立
場
を
確
保
し
て
は
い
る
が
、
強
固
な
地
盤
を
有
し
て
い
な
い
家
門
　
　
継
続
的
に
元
老
院
の
中
で

議
席
を
維
持
し
て
い
た
家
門
の
な
か
に
は
、
積
極
的
に
中
心
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
強
い
政
治
力
を
有
し
て
い
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
家
門
は
、
元
老
院
へ
の
選
出
期
間
は
長
い
が
、
総
選
出
圓
数
は
A
・
B
の
カ
テ
ゴ
リ
の

家
門
に
比
べ
れ
ば
少
な
く
、
ま
た
年
毎
に
家
門
か
ら
選
出
さ
れ
た
人
数
に
も
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
こ
の
C
に
属
す
る
家
門
か
ら
入
植
者
議
会
の

委
員
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
事
例
は
A
を
構
成
す
る
家
門
に
比
べ
少
な
い
。

　
D
　
元
老
院
の
中
で
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
立
場
に
あ
っ
た
家
門
　
　
最
後
に
あ
げ
る
カ
テ
ゴ
リ
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
家
門
で
、
元
老
院
へ
の
選
出

期
悶
は
長
い
も
の
の
、
総
選
出
圓
数
・
年
毎
に
家
門
か
ら
選
出
さ
れ
た
人
数
が
と
も
に
少
な
い
家
門
や
、
ご
く
短
期
間
、
ご
く
少
な
い
圓
数
の

み
元
老
院
に
選
出
さ
れ
て
い
る
家
門
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
れ
ら
の
家
門
か
ら
、
入
植
者
議
会
の
委
員
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の

で
、
そ
の
政
治
力
は
き
わ
め
て
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
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（
二
）
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
位
置
づ
け

　
元
老
院
を
構
成
す
る
家
門
の
カ
テ
ゴ
リ
の
中
の
い
ず
れ
に
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
六
家
門
（
イ
ア
リ
ナ
（
家
門
番
号
二
五
）
、
ス
タ
デ
ィ
（
家
潤
番
号
四

二
）
、
ボ
ル
ト
ロ
ノ
（
家
門
番
号
六
五
）
、
サ
ク
リ
キ
（
家
門
番
号
九
二
）
、
カ
リ
ヴ
ァ
（
家
門
番
田
互
一
｝
）
、
プ
ラ
ケ
ナ
（
家
門
番
号
＝
五
）
）
が
当
て
は

ま
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
イ
ア
リ
ナ
家
に
つ
い
て
は
、
元
老
院
に
選
幽
さ
れ
て
い
る
家
門
の
人
数
は
六
名
と
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、

名
簿
が
残
存
す
る
楽
士
問
に
わ
た
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
一
三
回
に
わ
た
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
イ
ア
リ
ナ
を
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心
と
し
て
元
老
院
の
中
で
長
期
に
わ
た
っ
て
政
治
的
影
響
力
を
確
保
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
A
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
家

門
と
み
な
せ
る
。
ま
た
、
ミ
カ
エ
ル
・
イ
ア
リ
ナ
は
入
植
者
議
会
に
お
い
て
も
三
園
に
わ
た
っ
て
委
員
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
で
、
権
力
中

枢
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ス
タ
デ
ィ
家
は
、
選
出
さ
れ
て
い
る
家
門
の
人
数
は
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
は
じ
め
二
人
に
す
ぎ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
が
、
選
出
期
間
が
長
く
総
選
出
回
数
も
少
な
く
な
い
た
め
（
～
九
年
度
間
に
一
三
（
～
四
）
圓
選
出
）
A
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か

し
、
ス
タ
デ
ィ
家
は
入
植
者
議
会
で
は
委
員
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
イ
ア
リ
ナ
に
比
べ
そ
の
政
治
的
影
響
力
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
ボ
ル
ト
ロ
ノ
家
に
つ
い
て
は
、
名
前
が
確
認
で
き
る
の
は
ス
ク
ラ
ヴ
ス
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
一
三
五
七
年
度
を
最
後
に
選
出
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ス
ク
ラ
ヴ
ス
は
大
評
議
会
に
お
い
て
も
一
三
五
七
年
度
を
最
後
に
選
出
さ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

治
的
キ
ャ
リ
ア
を
退
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ボ
ル
ト
ロ
ノ
家
は
B
の
カ
テ
ゴ
リ
に
桐
当
す
る
家
門
と
し
て
理
解
で
き
る
。

ボ
ル
ト
ロ
ノ
家
も
ま
た
、
入
植
者
議
会
で
は
委
員
に
選
串
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
サ
ク
リ
キ
家
か
ら
は
ヨ
ハ
ネ
ス
・
サ
ク
リ
キ
が
選
ば

れ
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
彼
の
選
出
の
さ
れ
方
に
も
特
徴
が
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
は
一
三
四
五
年
度
か
ら
三
年
度
連
続
し
て
選
ば
れ
る
も
の
の
、

～
三
四
八
年
度
に
は
選
出
さ
れ
な
が
ら
そ
の
名
前
が
消
さ
れ
、
そ
の
後
、
名
簿
史
料
に
は
現
れ
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
～
三
四
八
年
度
の

名
簿
が
作
成
さ
れ
た
一
三
四
八
年
一
月
の
時
点
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
死
去
し
た
か
、
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
を
退
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ヨ

ハ
ネ
ス
が
名
繭
を
削
除
さ
れ
た
＝
二
四
八
年
度
以
降
は
、
家
門
の
構
成
員
が
元
老
院
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
ご
く
短
期
間
な
が
ら
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ユ

集
中
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
B
の
カ
テ
ゴ
リ
に
関
連
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
家
門
は
；
孟
六
年
か
ら
作
成
さ
れ
る
大
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

議
会
名
簿
に
は
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
政
治
指
導
者
層
と
し
て
の
地
位
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
立
場
に

あ
っ
た
（
D
に
相
当
）
と
も
受
け
取
れ
る
。
ま
た
、
カ
リ
ヴ
ァ
家
と
プ
ラ
ケ
ナ
家
も
元
老
院
名
簿
に
お
け
る
痕
跡
が
ご
く
わ
ず
か
で
、
D
の
カ

テ
ゴ
リ
に
相
当
す
る
。
カ
リ
ヴ
ァ
家
は
～
三
六
二
年
度
か
ら
一
三
六
三
年
度
に
か
け
て
の
二
年
間
に
わ
た
っ
て
二
圃
選
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
プ
ラ
ケ
ナ
家
は
　
三
五
二
年
度
か
ら
一
三
五
四
年
度
に
か
け
て
の
三
年
度
の
問
に
二
野
選
出
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
は
実
務
も
担
っ
た
。
彼
ら
が
入
植
者
議
会
や
元
老
院
に
お
い
て
委
員
や
役
職
に
任
命
さ
れ
る
場
合
は
、
た
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
の
場
合
、
島
の
防
衛
に
関
連
す
る
軍
役
負
携
で
あ
っ
た
が
、
よ
り
政
治
力
を
持
つ
役
職
に
推
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
～
三
五
〇
年

に
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
イ
ア
リ
ナ
が
元
老
院
に
お
け
る
一
七
名
の
上
級
巡
察
窟
鶏
鷲
p
。
B
掃
陣
。
話
の
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
際
、
高
貴
な
者
⇔
o
蓬
Φ
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
い
う
称
号
を
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
；
一
四
七
年
に
は
、
入
植
者
議
会
に
お
い
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
へ
の
使
節
派
遣
の
た
め
漢
名
の
委
員
が
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

出
さ
れ
た
際
に
、
ミ
カ
エ
ル
・
イ
ア
リ
ナ
が
そ
の
補
欠
に
選
ば
れ
た
。
そ
の
他
に
も
、
一
三
四
六
年
に
大
評
議
会
に
お
い
て
三
名
の
入
植
者
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

務
官
8
ヨ
興
鷲
鐵
ω
け
詩
嚢
・
8
『
償
ヨ
が
選
出
さ
れ
た
際
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
サ
ク
リ
キ
が
補
欠
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
は
一
四
世
紀
中
葉
の
市
政
に
お
い
て
何
ら
か
の
地
位
を
確
保
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
義
務
を
伴
う
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
れ

質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
市
政
へ
の
参
加
は
、
A
な
ら
び
に
他
の
A
を
構
成
す
る
有
力
入
植
者
家
門
に
比
べ
て
も
個
人
的
な
性
格
が
き

わ
め
て
強
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
家
門
か
ら
同
一
年
度
に
選
ば
れ
た
元
老
院
議
員
の
実
数
は
～
様
に
少
な
く
、
し
か
も
そ
の
中
で
は

特
定
の
個
人
の
存
在
感
が
突
繊
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
が
国
政
の
場
に
登
場
す
る
時
期
と
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
一
三
二
〇
年
ま
で
の
権
力
構
造
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

わ
る
史
料
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
市
政
へ
の
進
出
は
や
は
り
十
字
軍
の
機
運
が
高
ま
っ
た
～

三
三
〇
年
代
以
降
に
求
め
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
謁
身
者
が
ト
ル
コ
人
海
賊
対
策
の
一
環
で
あ
る
沿
岸
警
備
の
任
務
を
し
ば
し
ば
引
き

受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
市
政
の
直
面
す
る
危
機
感
を
背
景
と
し
て
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
都
布
政
府
や
入
植
者
が
彼
ら
の
助
力
を
必
要
と
し
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て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
政
治
構
造
へ
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
参
加
形
態
や
時
期
を
み
る
か
ぎ
り
、
彼
ら
と
市
政
と
の
関
係
は
個
別
的
か
つ
暫
定
的

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
は
い
え
、
入
植
者
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
政
治
構
造
の
中
に
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
動
き
が
危
機
の
時
代
に
突

然
生
じ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
と
入
植
者
が
接
近
し
て
い
く
過
程
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
に
お
い

て
は
、
主
に
遺
雷
書
史
料
を
検
討
し
な
が
ら
両
者
の
接
近
す
る
時
期
と
そ
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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①
入
植
者
議
会
に
お
い
て
委
員
が
蝋
纈
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
、
一
三
四
…

　
年
か
ら
｝
三
六
三
年
に
わ
た
っ
て
確
認
で
き
る
。
◎
§
、
ミ
§
嵩
悲
母
ミ
。
鳩
、
、
ミ
y

　
出
ρ
恥
b
⊃
’
総
．
㎝
㎝
・
㎝
り
贈
忠
。
Φ
刈
、
Φ
P
刈
Q
◎
、
Φ
ρ
紹
’
り
伊
一
一
ω
曾
＝
餅
お
ω
．
ま
ρ
一
Φ
ω
「
回
O
c
。
響

　
一
歩
b
§
b
。
器
b
卜
。
伊
卜
。
卜
。
◎
卜
。
①
一
員
Φ
Φ
．
N
。
。
ρ
N
Q
。
一
る
○
。
b
。
b
Q
。
も
。
｝
b
N
ヘ
ミ
ミ
9
篭
ミ
3
し
d
．

　
鐸
錬
逡
「
㍉
課
繋
爪
ω
O
！
置
b
。
〈
」
湊
消
冠
り
♂
．
喝
一
㎝
G
。
『
▼
峯
。
。
『
」
①
典
ま
鴨
♂
－
．

②
『
諸
議
会
史
料
集
成
輪
に
は
；
西
○
年
度
の
史
料
も
数
点
含
ま
れ
て
い
る
が
、

　
名
簿
が
採
録
さ
れ
る
の
は
～
三
四
～
年
度
か
ら
に
な
る
。
ま
た
、
一
三
四
二
年
度

　
か
ら
；
西
四
年
度
ま
で
の
三
年
度
と
、
一
三
五
三
年
度
の
元
老
院
名
簿
は
残
存

　
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
時
期
の
議
決
録
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
名
簿

　
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
コ
ニ
囚
一
年
度
か
ら
コ
ニ
五
〇
年

　
度
の
元
老
院
名
簿
に
つ
い
て
は
刊
行
史
料
を
◎
N
ミ
鷺
、
ミ
窮
ら
§
物
ミ
。
、
ミ
き
訂
P
o
。
魍

　
§
○
。
N
誌
刈
篇
◎
。
◎
。
甲
b
∂
蜀
卜
。
濠
甲
一
三
五
一
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、
b
§
貸
ミ
9
㌔
㍗

　
ミ
奪
跨
給
メ
＄
く
．
課
メ
O
Q
O
『
、
G
Q
G
o
メ
リ
刈
く
藁
O
①
く
▼
驚
O
メ
鵠
㎝
く
』
亀
」
一
①
O
＜
’
｝
①
㊤
く
を
参

　
照
し
た
。

③
選
出
期
間
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
…
部
の
年
度
の
名
簿
が
欠
落
し
て
い
る
こ

　
と
を
考
慮
し
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
詣
標
を
用
い
て
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
ひ
と
つ

　
は
実
際
に
議
席
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
年
度
の
総
数
、
い
ま
ひ
と

　
つ
は
断
続
・
連
続
を
問
わ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
門
が
は
じ
め
て
選
繊
が
確
認
さ
れ

　
た
年
度
か
ら
、
最
終
的
に
選
出
が
確
認
さ
れ
な
く
な
る
年
度
も
し
く
は
最
後
の
名

　
簿
に
あ
た
る
　
三
六
三
年
度
ま
で
の
期
隠
で
あ
る
。

④
本
稿
の
分
折
か
ら
権
力
構
造
の
中
軸
を
握
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
家
門
は
、
～
三

　
六
三
年
に
入
植
背
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
対
し
て
蜂
起
を
起
こ
し
た
蒔
に
中
軸
を
坦

　
つ
た
と
さ
れ
る
家
門
と
一
致
す
る
野
O
Φ
竃
。
霧
。
ダ
O
ミ
§
勘
。
ミ
§
越
ぴ
器

　
竃
ミ
駐
暮
黛
Ω
鼠
§
ミ
馬
ミ
§
6
9
㌧
ぱ
Φ
9
男
O
o
毎
Φ
ぎ
ω
扇
ミ
§
N
ミ
、
帖
－

　
鼠
、
N
ミ
、
⑦
鶏
・
曽
、
ミ
N
“
ミ
、
＜
o
粗
く
團
娼
・
呂
O
Φ
詳
匹
詳
×
）
（
＜
①
鉱
o
o
・
寄
α
○
。
）
の
で
、
家
門

　
か
ら
、
延
べ
人
数
に
し
て
多
く
の
構
成
員
を
元
老
院
に
送
り
込
む
こ
と
と
、
政
治

　
構
造
の
中
で
重
要
な
地
位
を
損
う
こ
と
の
問
に
は
相
関
性
が
あ
る
。

⑤
コ
ル
ナ
リ
オ
家
を
、
ド
モ
・
マ
イ
オ
ル
を
中
核
と
す
る
同
一
の
家
門
集
団
と
み

　
た
場
合
に
は
、
政
治
指
導
者
厨
に
お
け
る
存
在
感
は
グ
ラ
ド
ニ
コ
家
に
臨
敵
す
る
。

⑥
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
・
サ
ク
リ
キ
が
；
…
五
六
年
度
か
ら
；
…
六
〇
年
度
ま
で
選
出

　
さ
れ
て
い
る
。

⑦
O
N
ミ
ミ
§
6
§
吻
ミ
。
、
～
§
ち
9
鍵
。
。
N
臨
ρ
＝
日
▼
置
卜
。
』
雰
御
出
b
。
鐸
謡
伊

⑧
ミ
9
も
ρ
N
参

⑨
ミ
3
琴
霧
妙

⑩
ミ
3
即
事
P

⑪
　
～
三
二
〇
年
代
の
政
治
状
況
を
示
す
史
料
で
は
、
政
治
指
導
者
層
は
入
植
者
の

　
み
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ

　
ら
の
入
植
者
の
宗
教
心
性
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
特
徴
を
示
し
、
人
的
結
合
の
範
囲
は



入
植
者
に
限
定
さ
れ
る
。
映
9
鉱
q
爵
蓉
偽
§
ご
9
§
・
沢
§
ミ
。
ミ
q
ミ
◎
§
噌
N
§

§
ミ
9
へ
心
虹
。
。
丸
鞍
＄
■
壇
ミ
』
矯
Q
ミ
q
ミ
兼
e
り
醸
ミ
d
ミ
ぐ
£
臥
q
侮
ミ
罵
雲
気
ミ
e
。
へ
爵
装
象

h
ぺ
慧
娼
9
鼻
爲
電
む
尊
e
。
竃
8
鳶
9
8
暑
。
・
ミ
沁
ミ
ミ
鳶
翁
薯
ミ
｝
N
箋
ミ
も
鴇
ミ
ミ
嵩

ミ
ミ
ミ
N
蕊
殊
ミ
§
．
ミ
起
昏
§
ミ
ミ
葺
a
．
N
．
累
↓
ω
貯
冨
島
¢
q
o
き
詳
一
g
し
り
Q
。
¢
唱
■

bこ
?
伊
肖
O
．
さ
δ
○
◎
ω
．

第
三
章
　
邊
言
書
史
料
に
み
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
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（
こ
　
遺
鑑
書
史
料
と
ギ
リ
シ
ア
人

　
前
章
に
お
い
て
市
政
に
お
い
て
～
定
の
地
位
を
占
め
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
統
治
晴
代
の
史
料
に
は
全
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

現
れ
ず
、
ま
た
一
三
世
紀
に
頻
発
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
反
乱
へ
の
関
与
も
確
認
で
き
な
い
た
め
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
統
治
下
で
成
長
し
た
家
門
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
イ
ア
リ
ナ
家
と
サ
ク
リ
キ
家
は
、
比
較
的
、
早
い
時
期
か
ら
カ
ン
デ
ィ
ア
の
政
府
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

済
、
そ
れ
に
入
植
者
と
の
接
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ア
リ
ナ
家
は
一
二
七
一
年
の
ラ
テ
ン
語
の
公
証
人
記
録
に
初
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

現
れ
、
ま
た
、
ご
天
○
年
代
の
行
政
文
書
に
は
両
家
の
成
員
が
と
も
に
名
前
を
連
ね
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ア
リ
ナ
家
と
サ
ク
リ
キ
家
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
四
世
紀
初
頭
の
公
証
人
記
録
に
お
い
て
頻
繁
に
取
引
記
録
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
契
約
事
項
か
ら
、
彼
ら
が
入
植
者
と
の
問
に
経
済
的
な
協

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

力
関
係
を
取
り
結
ん
で
、
農
産
物
を
カ
ン
デ
ィ
ア
の
市
場
に
持
ち
込
ん
で
取
引
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
い
わ
ば
農
村
経
済
と
都
市
経
済
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

繋
ぐ
よ
う
な
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
彼
ら
は
、
一
三
世
紀
末
に
ギ
リ
シ
ア
人
と
入
植
者
の
問
の
婚
姻
が
公
的
に
認
め
ら
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

植
者
と
の
婚
姻
関
係
を
結
び
始
め
る
。
　
一
四
世
紀
前
半
期
に
お
い
て
、
サ
ク
リ
キ
家
は
ボ
ノ
家
（
家
門
番
号
一
〇
・
A
の
カ
テ
ゴ
リ
に
相
当
）
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ア
リ
ナ
家
は
パ
ン
タ
レ
オ
家
（
家
門
番
号
二
〇
・
A
の
カ
テ
ゴ
リ
に
相
当
）
、
ム
ダ
キ
オ
家
（
家
門
番
号
二
・
A
の
カ
テ
ゴ
リ
に
相
当
）
な
ど
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

構
造
の
壬
申
核
を
行
う
入
植
者
と
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
。
入
植
者
と
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
問
で
婚
姻
関
係
が
進
展
し
た
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
系

家
門
の
政
治
指
導
者
層
へ
の
参
入
を
後
押
し
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
が
協
力
関
係
を
結
ん
だ
入
植
者
は
、
A
に
分
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類
さ
れ
る
よ
う
な
規
模
の
大
き
く
、
か
つ
政
治
的
影
響
力
の
突
出
し
た
家
門
で
は
な
く
、
む
し
ろ
A
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
、
家
門
の
規
模
や

　
　
　
　
　
　
　
エ

政
治
的
影
響
力
が
A
に
分
類
さ
れ
る
家
門
に
比
べ
て
小
さ
い
家
門
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
最
有
力
の
入
植
者
家
門
と
の
関
係
が
希
薄
で
あ
っ

た
た
め
に
、
前
章
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
市
政
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
影
響
力
が
個
別
的
か
つ
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
入
植
者
と
の
婚
姻
や
協
力
関
係
が
深
ま
る
過
程
で
、
こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
は
二
つ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
彼
ら
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
遺
言
書
は
、
彼
ら
の
人
的
結
合
や
宗
教
心
性
の
あ

り
方
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
具
体
的
な
議
論
に
入
る
前
に
、
遣
言
書
史
料
を
含
む
公
証
人
文
書
の
史
料
的
性
格
や
公
証

人
の
営
業
を
支
え
る
法
規
範
の
問
題
に
つ
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
と
の
か
か
わ
り
を
軸
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
遺
言
書
史
料
は
ラ
テ
ン
語
な
い
し

イ
タ
リ
ア
語
の
み
で
書
か
れ
た
も
の
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。
一
方
で
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
遺
欝
書
史
料
も
作
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

も
と
も
と
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
依
拠
し
て
い
た
法
規
範
は
ビ
ザ
ン
ツ
法
で
あ
り
、
そ
の
法
の
規
律
性
は
正
教
会
の
権
威
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

く
。
そ
の
よ
う
な
法
規
範
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
公
証
人
を
ギ
リ
シ
ア
人
は
利
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ギ
リ
シ
ア
語
公
証
入
の
公
証
記
録
の
ほ
と
ん
ど
は
散
逸
し
て
い
る
。
中
世
の
も
の
と
し
て
は
、
一
七
通
の
契
約
文
書
か
ら
成
る
ギ
リ
シ
ア
語
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

証
人
文
書
が
伝
来
し
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
群
は
入
植
者
の
人
脈
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
つ
い
て
ほ
ぼ
賜
金
に
沈
黙
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
ラ
テ
ン
語
や
イ
タ
リ
ア
語
の
契
約
文
書
と
は
異
な
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
文
書
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
入
植
者
と
の
関
係
を
記
録
す
る

手
段
と
し
て
は
選
ば
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
入
以
外
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
公
証
人
文
書
を
作
成
す
る
機
会
も
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
一
四
世
紀
に
入
っ
て
正
教
会
は
執
政
団
体
を
中
心
と
す
る
世
俗
権
力
の
保
無
下
に
入
る
こ
と
で
カ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

リ
ッ
ク
教
会
の
教
会
裁
判
権
の
管
轄
か
ら
外
れ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
よ
る
統
治
の
保
護
下
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
ク
レ
タ
の

ギ
リ
シ
ア
人
の
法
行
為
の
正
当
性
を
ク
レ
タ
総
督
が
保
証
す
る
仕
組
み
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
自
ら
の
法
行
為
の
保
証
の
た
め
に
ラ
テ
ン
語
の
公

証
入
も
利
用
す
る
傾
向
を
助
長
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
法
規
範
が
入
植
者
の
も
の
と
は
異
な
る
土
台
に
立
っ
て
い
る
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以
上
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
ラ
テ
ン
語
の
公
証
人
文
書
に
要
す
る
接
し
方
や
利
用
の
仕
方
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

リ
ア
系
の
住
民
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。

入
植
者
を
は
じ
め
と
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
・
イ
タ

（
二
）
男
性
の
適
雷
書

申世後期クレタの政治指導者履におけるギリシア系家門（高田）

　
遺
言
書
の
検
討
に
入
ろ
う
。
ラ
テ
ン
語
の
遺
言
書
史
料
の
中
で
は
、
イ
ア
リ
ナ
家
出
身
な
い
し
こ
の
家
に
嫁
い
だ
人
物
の
遺
書
書
が
六
通
、

サ
ク
リ
キ
家
出
身
の
人
物
の
遺
言
書
が
一
通
、
プ
ラ
ケ
ナ
家
出
身
の
人
物
の
遺
書
書
が
～
通
、
カ
リ
ヴ
ァ
家
の
出
身
の
人
物
の
遺
言
書
が
一
通
、

確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
家
門
の
成
員
の
遺
言
書
の
な
か
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
正
教
会
の
双
方
に
欝
及
し
て
い
る
も
の
が
、
男
女
合
わ

せ
て
四
名
の
遺
言
蕎
が
遺
し
た
四
通
の
遺
言
書
に
見
ら
れ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
社
会
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
家
門
の
家
庭
空
間
が
二
つ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
混
交
の
場
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
マ
ッ
キ
ー
の
主
張
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
；
西
八
年
に
作
成
さ
れ
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
プ
ラ
ケ
ナ
の
遺
言
書
で
は
、
托
鉢
修
道
会
士
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
祭
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
遺
贈
が
言
及
さ
れ
る
一
方
で
、
正
教
会
司
祭
へ
の
遺
贈
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
社
会
史
研
究
で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

遺
醤
者
と
市
政
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
兄
弟
に
あ
た
る
シ
モ
ン
は
、
元
老
院
と
大
評
議
会
の
双
方
の
議
席
を
占
め
る
政
治
力
を

持
っ
て
お
り
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
自
身
も
遺
書
執
行
人
に
二
人
の
入
植
者
を
指
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
治
指
導
者
層
と
の
か
か
わ
り
を
持
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
遺
言
内
容
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
寄
進
が
入
植
者
へ
の
政
治
的
配
慮
と
結
び
つ
い
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
可
能
性
の
是
非
を
判
断
す
る
た
め
に
、
他
の
史
料
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
イ
ア
リ
ナ
の
遺
言
書
を
検
討
す
る
。
こ
の
人
物
は
政
治
的
に
は
無
名
の
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
父
親
は
元
老
院
議
席
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

保
有
し
た
ミ
カ
エ
ル
・
イ
ア
ー
3
ナ
で
あ
る
の
で
、
市
政
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
は
一
一
二
四
八
年
と
、
一
三
五
一
二
年
の

二
回
に
わ
た
っ
て
遺
言
書
を
作
成
し
て
い
る
。
家
門
に
は
ヨ
ハ
ネ
ス
を
名
乗
る
男
子
が
多
い
た
め
、
一
見
し
て
同
一
人
物
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
遺
言
書
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
も
生
じ
る
が
、
二
通
の
遺
言
書
の
遺
蓄
者
を
岡
一
人
物
と
み
な
せ
る
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
毛
筆
リ
ヌ
ス
と
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い
う
非
嫡
出
子
の
存
在
で
あ
る
。
～
三
四
八
年
に
書
か
れ
た
遺
群
書
に
は
、
以
下
の
文
書
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

父
の
使
用
人
エ
ウ
ド
キ
ア
か
ら
授
か
っ
た
、
私
の
非
嫡
出
子
で
あ
る
カ
タ
リ
ヌ
ス
に
対
し
て
四
〇
ヒ
ュ
ペ
ル
ペ
ロ
ン
を
遺
贈
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
な
る
ま
で
に
、
こ
の
遺
産
を
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
い
で
、
　
～
三
五
三
年
の
遺
書
書
で
は
遺
三
筆
行
人
の
一
人
と
し
て
、
カ
タ
リ
ヌ
ス
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
カ
タ
リ
ヌ
ス
・
イ
ア
リ
ナ
、
こ
の
者
は
嫡
鵬
子
と
し
て
認
定
さ
れ
た
、
私
の
も
う
ひ
と
り
の
嫡
出
の
患
子
で
あ
る
。

カ
タ
リ
ヌ
ス
は
一
八
歳

以
下
の
記
述
が
見
え
る
。

84　（1038）

こ
の
よ
う
に
、
非
嫡
畠
子
の
カ
タ
リ
ヌ
ス
の
認
知
の
過
程
が
連
続
し
て
い
る
た
め
に
、
一
一
つ
の
遺
言
書
の
遺
書
者
が
同
一
人
物
だ
と
推
定
で
き

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
微
細
な
部
分
に
着
隠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
一
三
四
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
作
成
さ
れ
た
遺
言
書
で
需
及
さ
れ
る
の
は
、
入
植
者
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
遺
言
執
行
人
が
入
植
者
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
遺
贈
者
が
二
人
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
に
対
し
て
家
屡
の
賃
貸
や
、
係
争
解
決
の
た
め
の
和
解
金
を
支
払
う
よ
う
指
示

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
な
内
容
に
関
し
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
傾
倒
が
指
摘
で
き
る
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
・
ド
ミ
ニ
コ
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
い
っ
た
托
鉢
修
道
会
の
ほ
か
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
修
道
会
、
聖
テ
ト
ス
の
信
心
会
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
儒
仰
団
体
の
支
部
で
あ
る
聖
マ
リ

ア
・
ク
ル
チ
フ
ェ
ロ
ル
ム
教
会
や
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
あ
る
聖
マ
リ
ア
・
ミ
ゼ
リ
コ
ル
デ
ィ
ア
教
会
へ
の
遺
贈
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
に
乱
す
る
資
金
供
出
の
申
し
出
は
、
薬
理
、
入
植
者
が
遺
軍
書
を
作
成
す
る
時
に
よ
く
盛
り
込
ま
れ
る
文
言
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
か
ら
、
ヨ
ハ
ネ
ス
は
こ
の
遺
言
書
を
作
成
す
る
際
に
入
植
者
の
難
場
書
の
書
式
を
模
倣
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
ス
は
こ
う
し
た
入
植
者
よ
り
の
姿
勢
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
三
五
三
年
に
作
成
さ
れ
た
遺
戸
書
の
内
容
が
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大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
遺
言
執
行
人
は
、
妻
と
前
述
の
カ
タ
リ
ヌ
ス
を
含
め
た
二
人
の
息
子
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
妻
が
遺
讐
執
行
を

果
た
せ
な
く
な
っ
た
場
合
に
備
え
て
候
補
と
し
て
指
名
さ
れ
て
い
る
義
兄
弟
、
モ
ス
コ
レ
ウ
ス
・
シ
リ
ゴ
も
入
植
者
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
遺
言
書
に
お
け
る
機
翼
執
行
人
の
選
定
に
お
い
て
は
、
よ
り
私
的
な
家
庭
空
間
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
遺
贈
先
に
も
反
映

さ
れ
て
お
り
、
遺
産
か
ら
娘
た
ち
の
嫁
資
を
負
担
す
る
こ
と
や
、
二
人
の
息
子
に
対
し
て
動
産
・
不
動
産
の
管
理
を
依
頼
す
る
こ
と
な
ど
、
家

庭
内
の
話
題
が
遺
雷
の
主
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
宗
教
心
性
の
点
に
お
い
て
も
、
四
件
の
宗
教
施
設
宛
て
の
遺
贈
依
頼
は
全
て
正
教
会
に
排

他
的
に
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
二
通
の
遺
書
書
が
法
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
の
も
と
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な

く
と
も
ヨ
ハ
ネ
ス
を
と
り
ま
く
家
庭
空
問
そ
の
も
の
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
混
交
の
場
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
後
か
ら

作
成
さ
れ
た
五
三
年
の
遺
言
書
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
黒
旗
が
な
く
、
入
植
者
と
の
関
係
も
窺
わ
れ
な
い
こ
と
が
端
的
に
示
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
プ
ラ
ケ
ナ
と
上
物
ネ
ス
・
イ
ア
リ
ナ
の
二
人
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
遺
書
書
か
ら
は
、
必
ず
し
も
彼
ら
の

家
庭
環
境
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
混
交
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）
女
姓
の
邊
昌
轟
書

　
さ
ら
に
、
女
性
の
遺
琶
書
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
繊
身
か
こ
れ
ら
の
家
門
に
嫁
い
で
い
る
女
性
が
遺
言
者
に
な
っ

て
作
成
さ
れ
た
六
礼
書
は
六
通
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
一
通
は
入
植
者
の
ハ
ブ
ラ
モ
家
（
家
門
番
号
六
二
、
B
に
相
当
）
か
ら
イ
ア
リ
ナ
家
に
嫁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
マ
リ
ソ
リ
の
遺
需
書
で
あ
り
、
そ
の
中
で
は
入
植
者
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
し
て
の
み
が
言
及
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
法
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
女
惟
に
寡
婦
産
の
処
分
権
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
マ
リ
ソ
リ
の
遺
言
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
都
市
法
の
影
響
下
に
あ
る
女
性
の
も
の
で
あ
り
、

彼
女
の
ケ
ー
ス
で
は
婚
姻
の
事
実
か
ら
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
混
交
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
残
る
五
通
の
遺
勲
書
の
中
で
、
ま
ず
、
明
確

に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
遺
贈
が
表
明
さ
れ
て
い
る
史
料
は
、
ア
グ
ネ
ス
（
父
の
家
門
名
は
カ
リ
ヴ
ァ
、
夫
の
家
門
名
は
ヴ
ァ
ッ
サ
ロ
）
と
ヘ
レ
ニ

（
父
の
家
門
名
は
イ
ァ
リ
ナ
、
夫
の
家
門
名
は
ム
ダ
キ
オ
）
の
二
通
の
遺
言
書
で
あ
る
。
ア
グ
ネ
ス
が
嫁
い
だ
ヴ
ァ
ッ
サ
ロ
は
大
評
議
会
に
議
席
を
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⑳

持
つ
ラ
テ
ン
系
の
家
門
名
で
あ
り
、
遺
書
書
の
記
述
も
彼
女
の
生
活
環
境
を
反
映
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
へ
の
埋
葬
の
希
望
や
、
托

鉢
修
道
会
、
聖
テ
ト
ス
信
心
会
な
ど
へ
の
遺
贈
や
、
重
池
の
親
族
へ
の
遺
贈
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
夫
方
の
家
に
対
す
る
配
慮
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
べ
き
だ
ろ
う
。
一
方
で
遺
雷
丸
行
人
が
遺
欝
者
の
兄
弟
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
ギ
キ
の
職
漁
コ
ラ
オ
ス
教
会
や
、
自
身
が
洗
礼
親
と

な
っ
た
正
教
会
司
祭
に
対
し
て
遺
贈
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
自
分
の
生
い
立
ち
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
人
脈
や
正
教
会
に
対
す
る

関
係
も
維
持
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
遺
言
の
特
徴
と
ほ
と
ん
ど
周
じ
現
象
を
、
ヘ
レ
ニ
の
遺
言
書
に
お
い
て
も
確
認

　
　
⑳

で
き
る
。

　
一
方
で
、
入
植
者
の
男
性
と
の
婚
姻
の
事
実
が
み
と
め
ら
れ
な
い
女
性
が
依
頼
者
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
他
の
三
通
の
遺
言
書
で
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
と
の
か
か
わ
り
は
希
薄
で
あ
る
。
ま
ず
、
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
・
サ
ク
リ
キ
の
寡
婦
マ
リ
ア
（
父
方
の
家
門
名
は
不
明
）
　
の
事
例
を
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
。
彼
女
は
亡
き
夫
が
眠
る
聖
ル
キ
ア
教
会
へ
の
埋
葬
を
希
望
し
て
い
る
が
、
こ
の
教
会
は
正
教
会
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ら

に
読
み
進
め
る
と
彼
女
自
身
が
正
教
徒
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
示
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
甥
（
孫
で
あ
る
可
能
性
も
あ

る
〉
口
①
O
o
ω
で
あ
る
、
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
・
イ
ア
リ
ナ
に
対
す
る
、
以
下
の
よ
う
な
遺
言
で
あ
る
。

g6　（lo40）

ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
・
イ
ア
リ
ナ
に
金
の
ベ
ル
ト
留
め
o
o
ヨ
げ
。
簿
窯
＄
を
遺
贈
す
る
。
た
だ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

彼
が
ギ
リ
シ
ア
人
を
嬰
る
場
合
に
限
る
。

こ
こ
で
鍵
と
な
る
の
が
、
中
世
ギ
リ
シ
ア
語
で
ベ
ル
ト
留
め
を
表
す
8
琶
び
。
窪
臨
B
と
い
う
単
語
で
あ
る
。
k
曾
馬
。
い
は
結
び
冒
を
、
笥
薬
e
ミ

は
女
性
用
を
指
す
形
容
詞
な
の
で
、
ベ
ル
ト
の
結
び
昌
を
覆
う
よ
う
な
女
性
用
の
装
身
具
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
教
会
信
徒
の
婚
礼
衣
装

で
は
、
花
嫁
用
の
ベ
ル
ト
留
め
は
豪
華
な
装
飾
品
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
彙
が
ラ
テ
ン
語
訳
さ
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
品
物
が
正
教
徒
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
遺
贈
の
条
件
が
ゲ
オ
ル
ギ

ウ
ス
と
ギ
リ
シ
ア
人
女
性
と
の
結
婚
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
マ
リ
ア
が
正
教
会
の
し
き
た
り
に
拘
り
を
も
つ
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
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い
る
。
次
に
み
る
、
ミ
カ
エ
ル
・
イ
ア
リ
ナ
の
妻
マ
ル
ラ
（
父
方
の
家
門
名
は
不
明
）
の
事
例
に
お
い
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
系
の
宗
教
団
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

は
雷
及
さ
れ
な
い
。
入
植
者
に
つ
い
て
も
唯
一
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・
フ
ァ
レ
ド
ロ
（
家
門
番
号
三
二
・
A
に
相
当
）
の
名
前
が
記
さ
れ
る
の
み
で

あ
り
、
し
か
も
彼
は
マ
ル
ラ
の
債
権
者
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
両
者
の
関
係
は
経
済
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
～
方
で
、
マ
ル
ラ
は
四
面
の

司
祭
實
①
ω
び
讐
興
に
典
礼
を
依
頼
す
る
が
、
こ
の
司
祭
は
正
教
会
司
祭
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
遺
言
書
の
末
尾
で
は
正
教
会
司
祭
ス
テ
フ

ァ
ノ
ス
・
シ
ケ
テ
・
マ
ル
ト
ス
が
ギ
リ
シ
ア
語
で
副
署
し
、
ま
た
正
教
会
罰
祭
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
某
と
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
・
シ
キ
ア
テ
ィ
の
二
名
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

証
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ヘ
レ
ニ
（
父
方
の
家
門
は
イ
ア
リ
ナ
、
読
方
の
家
門
は
ゲ
ミ
ス
ト
）
は
、
マ
テ
オ
ス
・
カ
レ

　
⑳

ル
ギ
と
カ
タ
リ
ヌ
ス
・
イ
ア
リ
ナ
と
い
っ
た
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
男
性
を
遺
琶
執
行
入
と
し
て
指
名
す
る
。
遺
贈
先
と
な
る
宗
教
団
体
も
、
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ナ
イ
山
修
遵
院
分
院
や
正
教
会
司
祭
に
限
ら
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
系
宗
教
団
体
は
雷
及
さ
れ
な
い
。

　
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
と
入
植
者
と
の
問
の
結
婚
は
政
略
結
婚
の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
宗
派
の
異
な
る
家
庭
に
嫁

い
だ
女
性
は
、
嫁
ぎ
先
と
実
家
の
双
方
に
配
慮
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
的
に
み
て
も
、
寡
婦
産
処
分
の
み
を
目
的

と
し
た
マ
リ
ソ
リ
の
遺
雷
書
が
出
身
家
門
で
あ
る
入
植
者
の
み
に
企
及
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
は
、

他
の
女
声
は
嫁
ぎ
先
と
実
家
の
ど
ち
ら
か
に
偏
っ
て
財
産
分
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
女
性
の
遺
謹
書
が
示
し
て
い
る
の
は
、

こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
家
庭
そ
の
も
の
は
正
教
会
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
入
植
者
と
の
関
係
が
生
じ
た
時
の
個
別
の
再
応
と
し
て
入
植

者
の
人
脈
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
が
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
四
）
ま
　
　
と
　
　
め

　
女
性
の
遺
墨
書
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
い
て
、
も
う
一
度
、
最
初
に
見
た
二
人
の
ギ
リ
シ
ア
人
男
性
の
遺
言
書
史
料
が
指
し
示

す
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
彼
ら
の
家
庭
空
間
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
混
交
の
場
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
以
上
、
や
は
り
彼
ら
の

遺
蕎
書
が
二
つ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
政
治
的
配
慮
の
～
環
だ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
前
章
に
お
い
て
確
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沸
し
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
へ
の
対
応
の
た
め
に
都
市
政
府
や
入
植
者
が
助
力
を
必
要
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
ギ
リ
シ
ア
系
家

門
は
市
政
の
中
枢
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
男
性
の
遺
言
書
は
こ
う
し
た
政
治
的
な
動
き
に
合
わ
せ
る
形
で
、
そ
の
記

述
に
お
い
て
入
植
者
の
人
的
結
合
と
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
宗
教
心
性
を
強
調
し
て
い
る
史
料
と
み
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
の
入
植
者
と
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
接
近
が
一
時
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
証
拠
を
さ
ら
に
あ
げ
て
お
き
た
い
。
一
四
世
紀
後
半
以
降

の
こ
れ
ら
の
家
門
が
辿
っ
た
足
取
り
を
た
ど
る
と
、
ま
ず
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
っ
て
も
ラ
テ
ン
語

の
遺
言
書
を
作
成
す
る
法
慣
習
は
糾
四
枇
紀
後
半
以
降
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
が
、
一
方
で
市
政
に
参
加
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
出
身

者
や
、
こ
れ
ら
の
家
門
に
嫁
い
だ
女
性
が
遺
言
書
を
残
す
こ
と
は
極
め
て
少
な
く
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
入
植

者
の
人
脈
に
配
慮
し
た
史
料
は
全
く
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
以
降
の
市
政
の
状
況
と

も
対
応
し
て
い
る
。
十
字
軍
が
沈
静
化
し
た
一
三
五
〇
年
代
以
降
も
、
依
然
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
は
権
力
構
造
の
中
で
一
定
の
地
位
を
確

保
し
て
い
た
が
、
同
時
代
か
ら
本
格
化
す
る
反
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
的
な
色
彩
を
帯
び
た
入
植
者
の
惣
治
運
動
の
人
的
結
合
の
中
に
は
こ
れ
ら
の
ギ

リ
シ
ア
系
家
門
の
存
在
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
の
時
代
以
降
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
が
入
植
者
と
政
治
的

志
向
を
共
有
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
三
六
両
年
以
降
は
『
諸
議
会
史
料
集
成
』
が
残
さ
れ
な
く
な
る
の
で
、
議
会
に
お
け

る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
が
、
た
と
え
ば
カ
ン
デ
ィ
ア
に
お
け
る
役
職
者
の
任
免
な
ど
を
通
し
て
一
四
世
紀

末
か
ら
一
五
世
紀
ま
で
の
政
治
指
導
者
贋
を
復
元
し
た
M
・
オ
コ
ン
ネ
ル
の
研
究
に
お
い
て
も
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
存
在
が
確
認
さ
れ
な
く
な

⑬る
。
以
上
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
が
政
治
指
導
者
層
の
人
的
結
合
の
中
に
い
た
の
は
一
三
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
の

ご
く
限
ら
れ
た
晴
代
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
の
時
代
に
市
政
に
現
れ
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
の
成
員
の
意
識
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
と
正
教

会
と
の
関
係
は
基
本
的
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
宗
教
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
正
教
会
儒
仰
に
根
ざ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上

の
事
実
は
、
杜
会
経
済
史
．
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
と
入
植
者
と
の
関
係
の
深
化
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
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結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
間
の
社
会
経
済
的
関
係
は
従
来
の
枠
組
み
を
超
え
る
よ
う
な
薪
し
い
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
創
造
へ
は
結

び
つ
か
な
か
っ
た
。

中世後期クレタの政治指導者層におけるギリシア系家門（高田）
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中世後期クレタの政治指導者層におけるギリシア系家門（高田）

　
本
稿
に
お
け
る
議
論
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
政
治
指
導
者
層
を
カ
ト
リ
ッ
ク
と
規
定
し
、
ギ
リ
シ
ア
人
を
被
支
配
者
と
規
定
す
る
テ
ィ

リ
エ
の
理
論
的
枠
組
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
妥
当
性
を
述
べ
て
、
考
察
の
ま
と
め
と
し
た
い
。
ま
ず
、
テ
ィ
リ
エ
の
理
論
的
枠
組
み
の
う
ち
、
政

治
指
導
者
層
を
大
評
議
会
議
席
保
有
者
と
す
る
定
義
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
市
政
の
政
治
決
定
過
程
に
鑑
み
て
修
正
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、

考
察
の
対
象
は
大
評
議
会
に
と
ど
ま
ら
ず
元
老
院
・
入
植
者
議
会
の
議
席
保
有
者
を
含
む
広
範
な
政
治
指
導
者
層
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
結
果
を
踏
ま
え
て
も
、
政
治
指
導
者
層
を
カ
ト
リ
ッ
ク
と
規
定
す
る
よ
う
な
枠
組
み
は
、
議
会
議
席
保
有
家
門
の
一
部
に
お
い
て
は
ス
ミ
ュ

ル
ナ
十
字
軍
の
ご
く
短
期
間
に
わ
た
っ
て
、
社
会
史
研
究
が
大
評
議
会
の
構
造
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
な
齪
齢
を
き
た
し
て
い
た
。
そ
の
要

因
は
、
執
政
団
体
と
入
植
者
の
間
で
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
期
に
共
有
さ
れ
て
い
た
ト
ル
コ
脅
威
論
に
同
調
す
る
形
で
、
市
政
へ
の
ギ
リ
シ
ア
系

家
門
の
関
与
が
増
大
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
政
治
指
導
者
層
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
入
植
者
で
あ
り
カ
ト
リ
ッ

ク
と
規
定
す
る
枠
組
み
に
は
変
更
が
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
が
制
度
外
的
に
入
植
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
同

調
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
こ
と
で
、
政
治
指
導
者
層
を
規
定
す
る
枠
組
み
と
実
態
の
間
の
乖
離
が
市
政
を
揺
る
が
す
よ
う
な
問
題
に
発
展
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
か
ら
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
支
配
に
対
す
る
働
き
か
け
は
、
こ
れ
ら

の
家
門
の
本
質
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
化
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
の
終
焉
に
と
も
な
っ
て
ト
ル
コ

脅
威
論
が
後
退
す
る
と
と
も
に
弱
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
四
世
紀
全
般
と
い
う
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
と
っ
て
都
市
社
会
を
見
た
時

に
は
、
二
つ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
混
交
す
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
既
存
の
枠
組
み
を
綜
合
す
る
よ
う
な
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

創
出
に
向
か
う
流
れ
も
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
議
論
の
時
間
的
範
囲
を
一
四
世
紀
の
み
に
と
ど
め
た
が
、
一
五
世
紀
に
入
っ

て
も
同
様
の
状
況
は
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
急
速
な
拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
コ
ン
ス
タ
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
陥
落
に
よ
っ

て
、
ト
ル
コ
脅
威
論
は
海
外
領
土
の
政
治
と
社
会
に
重
く
暗
い
影
を
落
と
し
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
の
協
力
は
～
層
重
要
な
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
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る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
主
導
し
て
成
立
し
た
合
同
教
会
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
支
持
を
う
け
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ず
に
宗
教
勢
力
と
し
て
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
局
面
に
お
い
て
も
エ
ス
一
一
シ
テ
ィ
間
の
協
力
と
宗
派
の
混
交
は
は
っ
き
り
と

区
別
さ
れ
、
前
者
は
日
常
生
活
か
ら
甫
政
の
中
枢
に
至
る
政
治
・
社
会
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
～
般
化
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
後
者
に
対

し
て
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
宗
教
的
要
素
な
ら
び
に
宗
派
と
密
接
に
関
連
す
る
形
で
規
定
さ
れ
る
法
・
制
度
が
合
一
化
さ
れ
る
こ
と
へ
の
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
側
か
ら
の
拒
絶
が
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ
る
。
ク
レ
タ
で
は
四
百
年
、
海
外
領
土
全
体
で
は
六
〇
〇
年
の
長
き
に
わ
た
る
、
多
様
な
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
の
共
存
関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
も
の
の
ひ
と
つ
は
、
政
治
指
導
者
層
の
宗
教
心
性
・
法
・
制
度
に
対
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

（
主
に
ギ
リ
シ
ア
人
）
か
ら
の
一
蒔
的
か
つ
イ
ン
フ
ォ
…
マ
ル
な
か
た
ち
で
の
妥
協
や
す
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
、
本
稿
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
は
、
も
う
少
し
広
い
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
も
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
カ
ン
デ
ィ
ア
市
に
お
け
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
関
係
は
、
バ
ル
カ
ン
・
東
地
中
海
世
界
に
お
い
て
必
ず
し
も
特
殊
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
岡
時
代
の
ビ
ザ
ン
ツ
外
国
も
、
長
期
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
話
者
で
あ
り
か
つ
ギ
リ
シ
ア
正
教

徒
で
あ
る
こ
と
を
核
と
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
ま
る
過
程
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
滅
亡
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
帝
国
は
絶
え
ず

外
国
勢
力
に
よ
る
協
力
を
必
要
と
し
て
お
り
、
そ
の
権
力
の
動
態
や
政
治
指
導
者
層
の
実
態
を
み
た
時
に
は
必
ず
し
も
単
～
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
帰
結
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
政
治
指
導
者
層
を
単
～
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
し
て
規
定
す
る
概
念
は
、
実
際
の
支
配
者
層
の
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
が
複
合
的
で
あ
る
と
い
う
現
実
か
ら
乖
離
し
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
乱
離
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
政
治
的
状
況
に
応
じ

た
～
時
的
な
妥
協
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
国
制
の
枠
維
み
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
比
較
史
的
検
討
か
ら
は
、
　
一
つ

の
地
域
的
特
徴
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
バ
ル
カ
ン
・
地
中
海
世
界
で
は
宗
教
的
に
多
様
な
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
が
融
合
し
て
い
く
こ
と
は
な
く
、
ま
た
政
治
指
導
者
層
に
か
ぎ
っ
て
も
単
一
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
も
と
に
水
平
的
に
統
合
さ
れ
て
い
く
歴
史

的
過
程
を
た
ど
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
流
動
性
の
高
い
複
数
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
対
し
て
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
関
係
を

取
り
結
ぶ
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
枠
組
み
は
、
最
終
的
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
海
外
領
土
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
い
う
二
つ
の
広
域
秩
序
の
枠
組
み
の
中
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に
発
展
的
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
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表1　入植者議会において委員に選出された家門

家門名 （1） （2）

Gradonico 5（7） 22

Quirino 5（6） 21

Venerio 6（8） 14

MudaclO 4 ユ3

De　Mo巨no 5（6） u
Cornar1o 3（4） 11

Frade且。 2（3） ！0

Caravelio 2 7

Dandulo 4（5） 6

Barbadico 2 6

Pantalio 1（3） 5

De　Vlgoncia 2 4

Borgognono 2 3

De　Grimaldo 2 3

De　Portu 2 3

Iustlniano 1（2） 2

Minoto 2 2

De　Iordano 1 5

Comarb　de　V． 1 4

Thedaldo 工 4

Baroci
ユ
． 3

勉μ劾σ ユ 3

MarcellO 1 3

Magamano 1 2

家門名 （1） （2）

Trungane 1 2

Gane 1 ユ

Avonale 1 1

Basi巨。 1 玉

BeUl 1 1

130豆ani ユ 1

Bono ユ ユ

Caucho 1 1

Contareno 1 工

Corario 1 1

Cornario　de　domo　mabr 1 1

Comario　Vlacho 1 1

De　Placentla ユ ユ

De　Ripa 1 1

1）eRogerio 1 1

Dedo 工
玉
．

Faletro 1 ユ

Geno 1 1

Gisi 1 1

Gradonico　de　V， ユ ユ

P！θc乃ω～o 1 1

Rucini　de　V． 1 1

Venetando 1 工

Ystrigo 1 1

①　（1）は家門からの選出人数（推定される実数）を、（2）は選出された総翻数を指す。この表では、

　総圓数の多い瀬に家門をならべ、同じ場合には選出人数の多い順にならべてある。総桐数も選出人

　数も同じ場合には、アルファベット順にならべた

②　ギリシア系家門は、イタリックで示した（表2も同様）
③参照史料は、1）uca　di　Candia：Quaterntts　consiliort〃m　／3klO　一1350，　ed．　P．　Vidulich－Ratti，（Venice，

　ユ976｝：Archivio　Stato　di　Venezia，　Duca　di　Candia，　B．12．（表2も「司様）

④個々の家門名については名簿によって綴り方に異同が生じているが、ここでは代表的な綴り方の

　みを示す（表2も同様）

⑤de　Venecieと名乗る家門については、　de　V．と略す（表2もr司様）・
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中世後期クレタの政治指導者屡におけるギリシア系家門（高田）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2　元老院に議席を保有する家門

番匠 家　　門　　名 （1） （2） ｛3） （4） 15）

1 Gradonico 53（57） 16（ユ7） 3（5）一2 19／23 A圭

2 Mudacb 49（56） 9 3（4＞一1 19／23 A2

3 1）eMoHno 47（52） 17（19） 3（4）一1 19／23 A1

4
． Qulrino 46（55） 14（15） 4（5）一2 19／23 A1

5 Venerio 43（47） 13（15） 3－1 19／23 A圭

6 Secreto 套ユ（47） 14（15） 3（5）一1 19／23 A1

7 Dandulo 37（40） 13（14） 3－0 18／23
A．1．

8 Trivisano 36（44） 11 3－0 17（エ8）／22（23） A1

9 Magno 36（43） 6（5） 3－1 19／23 A2

10 BOI｝0 33（35） 7（8） 4℃ 18／23 A2

1玉． FradellO 31（33） 9（10） 3－0（1） 18（19）／23 A2

王2 Pascaligo 31（32） 4（5） 3－0 18／19 A2

13 De　Cana巨 30（34） 7 3－0 ユ7／23 A2

14 Geno 29（34） 12 4℃ 17（18）／震3 A三／A2

15 Gis1 27（31） 6（7） 2（4）一1 19／23 A2

16 Nani 27（30） 4 3－1 19／23 A2

正7 Cornario　de　donlo　mabr 27（30） 3（4） 2－0 18／23 A2

18 B裂rbadico 26（30） 9（ユ0） 3－0 16（18）／22（23） Al／A2

ユ9 Iust藤ano 2畦（29） ！1 3（5）一〇 ．三6／17 A圭．／A2

20 Pantaleo 24（27） 6 3－0 17（18）／23 A2

21 MaGamano 24（25） 3 2－1 18（ユ9）／23 A2

22 Cauco 23（26） 6 3－0 16（19）／23 A2

23 Cornario 22（23） 7 3－0 14（王5）／16 A2

24． Barbo 2ユ（28） 10（11） 0（1）一〇　　　　　　　　15／19 A圭

25 如伽σ 2ユ（23） 6 2（3）一〇 16／22 A2

26 Brogondiono 21（23） 5 1－0 17／23 A2

27 MarceUO 20（26）
4
． 3－0 ユ5（17）／21（22） A2

28 Taiapetra 20（21） 5（6） 2（3）一〇 16／22 A2

29 Corrario 18（20） 5 2－0 15／22 A2／C

30 Carave貝。 18（19） 4（5） 鮎0 16／23 A2／C

3ユ Salamono 18（19） 3 2（3）一〇 12／16 A2／C

32 Faletro 17（22） 9（10） 3－0 10（11）／22 A2

33 ParadisO 16（23） 7（8） 1（3）一〇 16／23 A2／C

34 Mauroceno 16（ユ8） 6（7） 2（3）一〇 14／23 A2／C

35 De　Grimaido 工6（17） 3 2－0 13（14）／18（ユ9） A2
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番号 家　　門　　名 （1｝ （2） （3） 〈4） （5＞

36 Minoto ユ．5（19） 3（4） 2（3）一〇 ！3（15）／23 A2／C

37 Baroci 14 4 2－0 13／19 C

38 Grimalli 13（21） 8（9） 3（5）一〇 7（10）／15（16） c

39 Del丘H◎ 13（20） 6（7） 2－0 12（工3）／！8（22） C

40 De　VigOncla 13（15） 壊 2（3）一〇 ユ1（12）／22 C

41 Quirino　de　V． 13（14） 5 1（2）一〇 13／ユ9 C

42 s如4屠 13（14） 2 2－0 12（13）／18（19） C

43 A｝berto 13 2 ユ．一〇 1．3／17 C

44 De　Abbate 13 3 2－0 8／9
Bワ　リ

45 Contareno 12（17） 8 2（3）℃ 8（1ユ）／20（23） C

嘆6 Moro 12（17） 6（7） 2（3）一〇 12（玉5）／21（22） C

47 Avonal ユ2（16） 7（8） 2－0 10（12）／13（15） C

48 Greco 12（15） 2 ユ（2）一〇 玉．薩（16）／18（19） C

49 Basiiio 玉2（14） 2 2－0 11（12）／19（20） C

50 De　Por亡u 12 2 レ0 1ユ／18 C

5！ Foscareno 11（13） 5 2（3）一〇 8／20 C

52 Bragadlno 11（13） 5 3－0 8（9）／19 C

53 De　Ro＄erlo 11（13） 2 2－0 9（10）／14 B1

54 Trung鍛e u 3 2－0 10／13 B1

55 £mo U 2 2－0 U／ユ4 B1

56 Dono 10（11） 5 2－0 8（9）／18 C

57 Ruφnl 9（ユ7） 5 ユ（2）一〇 9（14）／22 C

58 Michae｝ 9（14） 8 2－0 8（10）／22 C

59 Moceni霧。 9傑） 5（7） 2（3）一〇 8（11）／17（23） C

60 Gr1oni 9（10） 4 2－0 6（7）／21 C

6ユ De　Rigo 9 4 2－0 6　／ユ2 C

62 Habramo 9 4 2－0 6／14 B2

63 Gane 8（12） 7 1－0 6（8）／22 C

64 Baffo 8（！1） 3（4） 2－0 7（8）／ユ2 B1

65 Po〃。πo 8 1 1－0 9／10 B圭

66 La員do 7（11） 4 1－0 7（10）／16（23） C

67 Calbo 7（9＞ 3 1－0 7（9）／17 C

68 Pau【0 7（8） 2 1－0 7（8）／13（ユ4） C

69 Goro 7 7 1－0 7／9 B1

70 Beto 6（8） 3 2－0 淫（5）／21 C

71 De　Iordano 6（7） 3 2－0 4（5）／7（8） C
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中世後期クレタの政治指導者層におけるギリシア系家門（高田）

番号 家　　門　　名 （1） （2｝ 〔31 （4） 〔5）

72 Bolani 5（11） 7 2－0 4（10）／17（18） C／D

73 Lauredano 5（9） 4（5） 1（2）一〇 5（8）／9（ユ3） B2／C

74 Comarめde　V． 5（8） 6 1（2）一〇 5（6）／18（22） C

75 De　Cresse籍tio 5（6＞ 3 2－0 《（5）／13 B2／D

76 De　Lago 5（6） 3 1－0 5（6）／14 B2／D

77 Georgio 5（6） 3 1－0 4（6）／10 Bg　犀

78 Ystorigo 5（6） 3 レ0 6（7）／工4（17） C／D

79 Sanuto 4（7） 3 2－0 3（5）／3（8） B2／D

80 Gritl 4（6） 2（3） 1－0 4（5）／8（9） D

81 Baldu 4（5） ユ 1－0 4（5）／11（12） B2／D

82 Tedaldo 4（5） 1 1－0 4（5）／7（8） D

83 De　Lege 4 2 1℃ 4／8 D

84 P畑mano 4 2 1－0 4／15 D

85 Beaqua 4 工 1－0 4／7 D

86 Fosco1o 4 1 1－0 4／6 D

87 Contareno　de　V． 3（5） 3 1－0 8（王ユ）／21（23） B？／D　一

88 1）armario 3（5） 3 2－0 2（4）／1喋 B1

89 ManoleSSO 3（5） 3 i－O 3（5）／3（ユ5） D

90 Truno　de　V． 3（5） 2（3） 1－0 3／ユエ B2／D

91 De　Medio 3（4） 2 1－0 3（4）／16（21） D

92 馳。’ゴ。配 3（4） 1 ／－0 3（4）／3（4） D

93 Acotanto 3 3 1℃ 3／7 D

94 De　Ragusb 3 3 2一ユ 2／2 D

95 Mudaclo　Blcho 3 2 1－0 3／21 D

96 Pisani 3 2 2－0 2／12 D

97 Romano 3 2 正一〇 3／9 D

98 Truno 3 2 レ0 3／ユ3 D

99 Cavatorta 3 1 1－0 3／3 D

100 Gradonico（le　V． 3 1 1－0 3／3 D

101 De　Molino 2（4） 3 1－0 2（4）／2（10） D

102 Geno　de　V， 2ω 3 レ0 2（4）／2（ユ3） D

ユ03 Minlo 2（3） 3 ！－0 2（3）／3（ユ0） D

104 BeUi 2（3） 2 レ0 2（3）／3（4） D

105 Bredani 2（3） 2 レ0 1（2）／ユ（2） D

！06 Mauroceno　de　V， 2（4） 2 1－0 2（4）／7（2ユ） D
107 Erigo 2（3） 1（2） 1－0 2（3）／6（8） D
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番号 家　　門　　名 （1） （2＞ （3＞ （4） （5）

109 Busenago 2（3） 1 2－0 2（3）／2（3） D
108 Vende韮no 2（3） 1 1－0 2（3）／3（の D

．110 BORo　de　V． 2 ユ 1－0 2／2 D
111 磁1勿α 2 ユ 2－0 2／2 D

112 De　Boccolis 2 ユ 1－0 2／4 D

ユ13 Diedo 2 1 ！－0 2／2 D

114 Natalis 2 玉 1－0 2／2 D

115 P如。加πα 2 1 ユー0 2／3 D

1ユ6 Sanuto　de　V． 2 2 1－0 2／2 D

1！7 Venetando 2 2 1－0 2／8 D

1ユ8 Vitari 2 1 1－0 2／5 D

1ユ9 Dodo 1（5） 3（4） ユ（2）一〇 1（3）／1（7） D

120 Vellerio　de　V， 1（3） 3 1－0 1（2）／1（5） D

ユ2ユ Superan亡io ユ（3） 1 1つ ユ（3）／ユ（4） D

122 De　Gradu ユ（2） 2 1－0 ユ（2）／1（ユ．8） D

ユ23 ROSSO 1（2） 2 1－0 1（2）／1（3） D

ユ24 Siligardo 1（2） 1（2） ユ（2＞℃ 2／5 D

ユ25 Boldu 1（2） 1 1－0 1（2）／ユ（10）
1
）

127 Dele　Bocole 1（2） 1 1－0 1（2）／1（2） D

126 De　Mari 1（2） 1 1－0 1（2）／1（2） D

128 BabilonlO 1 ユ 玉℃ 1／1
1
）

129 Bad賎arlo　de　V． 1 1 レ0 ユ／1 D

130 Balbi 1 ユ 1－0 1／ユ D

131 Balbi　de　V． 1 ユ 1－0 1／ユ D

正32 Barastro ユ 1 1－0 1／i D

133 Gane　de　V． 1
」
、 ユー0 1／1 D

13荏 Caroso 1 1 1－0 1／1 D

135 Cataneo 1 1 レ0 1／1 D

136 De　MOGO 1 ユ 1－0 1／1 D

137 De　Vlaco 玉 ユ 1－0 1／1 D

138 De1Phyno　de　V， 1 1 1－0 1／1 D

139 GeGO 1 ユ 1－0 1／1 D

140 Gisi　de　V． ユ 1 1－0 ユ／ユ D

141 Iusto 1 ユ 1－0 ユ／1 D

142 Malゆiero 1 1 ユー0 ユ／ユ D
143 Mlani ユ 1 ユー0 1／1 D
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中世後期クレタの政治指導者屡におけるギリシア系家門（高田）

番号 家　　門　　名 ω （2） （31 （4） （5）

ユ44 Moce黛igo　de　V． 1 1 1－0 1／1 D

145 Moro　de　V． 1 ユ 1－0 1／1 D

1嘆6 Pisani　de　V． 1 1 1－0 1／1 D

147 Romano　de　V， 1 1 ユ℃ 1／1 D

148 Saxo ユ 1 1－0 1／1 D

149 Symeon 1 1 1－0 1／1 D

150 Trivisano　de　V． 1 ユ 亙一〇 ユ／ユ D

15ユ Vielino 玉 1 1－0 ！／1 D

152 Vido 1 1 1℃ 1／1 D

ユ53 Baduarlo 0（2） 0（2＞ 0ω一〇 0（2）／0（2） D

154 Permarino 0（2） 0（2） 0（2）一〇 0（1）／1 D

155 Viadro 0（2） 0（1） 0（ユ）一〇 0（2）／0（5） D

ユ56 Barobo　de　V． 0（1） 0（1） 0（1）一〇 0（1）／0ω D

ユ57 Bolani　de　V． 0（ユ） 0ω o（1）一〇 0（1）／0（1） D

ユ58 Botassio 0（ユ） 0ω 0（ユ〉一〇 0（ユ）／0（1） D

159 BriOSSO 0（1） 0ω 0（1）一〇 0（ユ）／0（1） D

16ユ Dale　Dolce 0（1） 0（ユ） 0（1）一〇 0（エ）／0（1） D

160 De　La　Fontana 0（1） 0（1） 0（ユ）一〇 0（1）／0（ユ） D

162 De　Legge　de　V． 0（1） 0（1） 0（ユ）一〇 0（1）／0（1） D
163 Lando　de　V． 0（1） 0ω 0（1）一〇 0（ユ）／0（1） D

164 Per亡egono o（ユ） 0ω 0（1）一〇 0（1）／0（1） D

①11＞は総選出回数12＞は家門からの選出人数（推定される実数），（3臆年毎に家門から選畠された

　入日（4）は選出期間（選出が確認できる年度の総数／連続・断続を問わず，初めて選出された年度

　から，最終的に選出されなくなる年度あるいは名簿の最終年にあたる1363年までの期間）を，（5）は

　11×2×3×4＞に基づいて分類された家門のカテゴリを衰す。また，名前が消されている場合，家門名や

　名前が判別できない場合，「司一人物をXlj人物として数えてしまう可能性を考慮して，最小値を実数

　で示し，最大値を括弧内の数字で示している

②家門の記載方法については，（1），②の｝II買にそれぞれの簸小値が大きい順とL，同数の場合は簸大

　値の大きい方をより番号の若いほうにまとめた。これらの値が全て岡数になる場合は場合は，家門

　名のアルファベット順にならべている
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　　　　　Oi　EXXnviKeg　OzKoyevsisg　6Tnv　ilokrtKik　ApxnyEtor　Tng　KphTng

KctT｛5t　“lv　Rapto50　Tolv　£wvpo（popicC）v　T31g　21i6pvng　gTa　TeA　R　Tov　M£ffaicovct

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1330－135e）

TOV

TAKADA　Ryo£a

　　’Eva　ctff6　Tct　zto　ffllpLavuK6e　OgpctTct　ffug　ptsXeTeg　TcDv　siE60ncovtKcbv　aevoTlftTeev　aivon

11　ousLNaPi（pop｛St　Kon　ot　TctK“KSg　Tllg　aoXiuK“g　up）c？｝’yaiorg．　revtK6［，　6Tav　6！ct（pope“Keg

εOvuく：忌⊆oドdrδε（；σuvuπflρXαv，　o；rroλlul（o｛ct≦）処1γotτou⊆◎1）vδ｛～ovτctvμεταδεσ＃（1τou

y6Lpov　Kex　zpo6Eyytagctv　Tovg　v6Ftovg　Kat　m｝　yA．ct｝6ffct　o　evctg　Tov　｛StXXov．　Me　avT6v　Tov

Tp6sco，　ctnoffKozobffcrv　6fc？1　STIFuovpyia　KowcC）v　e6peX｛tov　Tng　ctvewEcDis6vng　TctvT6Tn－

dig　Tovg，　n　onoia　ffv）cv6t　Osa）pefcut　n　zpoSXevcml　Tov　（stsyxpovov　6evovg．　AvTifi　n　sv－

niztoon，　6ptog，　pzopet　vct　vioeEcrnOgi　y6vo　6Tn　Bopsto6vuKi‘i　EvpcC）7ma，　dnov　icupiorp）coa5

6e　n　patt．tonoKctOoXiKIG　eKKXI36｛ct　ll　oxo｛ct　oraoTeXaffe　Lttor　Kotvfi　66tGTI　xov　zpoETotptct－

6E　or1　ffTcteepono｛116n　eqg　aoXg；lchg　ctp）cRyetctg．　AvTii　n　axowTl　’｝t｛veTut　ageKdrectpll　peT6L

ctx6　sCETa6n　Tng　Kurct6Tctffllg　Kca　Ta）v　crvvenKc｛）v　Ttuv　eevtKcC）v　oFLdr6tov　6Ta　BaA．Kct－

via　“　6Tnv　avorToXiKik　Me66ysto．

　．2Kosc6g　itov　sivon　vu　rcpoTsivcD　pLior　X66il　’y！ct　To　zp6PXnl．ta　xcov　nponyo6pLevcov　pts－

XaTct｝v　6）cEuK6L　tiE　Tovg　xoXtTtKo15g　？1’ySTeg　6Tov　Xdrv50rKct，　eqv　zptuTg60v6ct　eqg　Kpft“kg，

n　ozota　scEpct6e　oTov　6X£’yxo　xilg　Bev6T｛org　ptaT6t　Tnv　zTcC）（ml　Tng　BvagavTtviig　avToKpa－

Top｛ctg　To　1204．　£s　ctvT“　Tnv　x6Xn　Ba6t6TnKe　？3　PevETIK？ft　vorvTtK“　ll’yeFtovtor　ptg　ano－

TSXeffl．ta　TRv　avdrnwagit　eqg　oe　eva　ctN6　Tct　nto　oqyctvxtKct　Xiuctvtor　cmlg　avuToXIKI［Lg　ME一

σoγε乏。．EmπXSov，ηπ6λγ［τoD　XdvδαKαμπoρε乏α1く6μa　vααvτtπρoσωπε6σεtτo（ponv6－

pEvo　Tng　ffDvi3actpagR　Tcov　BsvaTcC｝v　（peov6ctp）ccC）v　（o；　（pEov6－ctpxEg，　Eov　orft6　a6cb　Kon

nepa　Tovg　KaXc｛｝　（hg　feudatarii）　pE　Tovg　’EXXnvEg　oTct　BaX．K｛5tvtct　Kattnv　AvaToXtKi

Mgcr6ysto．　Yz6tpxovv　rroX）L6g　nRygg　ffTtg　oxofgg　yiveTon　KorTctvonT6g　o　Tp6zog　TRg

（アuv6冗αρζ丁1⊆αミ）τ9i⊆．

　　Yx6tpxovv　6bo　an6iysig　o）ceTtKa　pg　Ttg　Eev6eqTeg　gTov　X6tv6aKor．　Mta　an6　orvTeg　ei－

vαtτoπρ伽πo　ctx6KXtσyqg　Tov　F，丁翻et，　o　oπ◎｛o⊆0ε6ρησε6τし。しfbudatar崩ταvη

xo7LITtKh　ap）cTl’ysta　Kon　oz　’EXXnveg　1ftruv　ot　vElfiKoot．　£6pL（pa）vct　pe　Tn　eecop｛ct　Tov　oi

560　opt6eg　6gv　aepopombeRKctv．　Az6　m3v　aM」n　zA．gvpd，　n　S．　McKee　Sivei　eppacm3　onlv

ctcpol．to｛eeon　TcDv　aevoTilTatv　6Tnv　gpevv6L　Tng　n6tvco　oTnv　Kotv（i）vior　Tov　X6tv6ctKa．　O

）L6yog　crlg　ezipovitg　’cng　Pctff｛agETon　ffs　Tpia　yeyov6cu．　1．　MeptK6g　EXALnvtKSg　oiKoygv£tEg

rrctpaKoXoveo66ctv　To　consilium　maior　（To　MsyctXo　£vpSo6Xw）．　2．　Ynctpxovv　Bapt一
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K｛St　zorpct6efvpctTor　yctpov　peTctE；6　feudatarii　Kai　EX7LnvzKct｝v　otKovsv6tcbv．　3．　Kctaota　ptSXn

ttvT（｛）v　TtovotKoyevEt（bv　6L（pi16ctv　5tctOhKeg　xov　ctvor（pgpovTctt　Kom　ocn　Pcoi．LaioKoreoXtKik

EKKXRffia　Kon6Tnv　EXXnvtKfi　Ope660agn　eKKXR6tct．　AvT6g　oi　sv5EtCstg　Tng　McKee

Ftctg　K6Lvovv　vct　e6copiftoovp6　6Tt　ot　seviKEg　oFt｛SL5Eg　crTov　X6tv6ctKct　itiwv　Ez£ffng　6To

gT6t6to　ct（poFtokocytlg　6zcog　Kat　6“1　50peto6vTiKil　Evp（bEn　（E！6iK6Tapct，　ot　’EXXnveg　tog

peiov6eqTct　E）tovv　ouvEi6ilcrnctepoptotcocrng　Fts　Tovg　feudatarii），　6Lttog　Epgzst　vct　xapctTn－

pliffov＄．｛e　6ar；　avTSg　ot　Ev6sttistg　KEptop’tcrlrnKav　pL6vo　6Trlv　K£p｛060　eqg　610rvpo（pop｛ag

Tilg　£Lt6pvilg，　orz6　’cn　6eKct£T｛ct　Tov　1330　ltS）cpi　Tn　SeKaeT｛or　Tov　1350．　Ze　orvT6　To

6tpepo，　6tsvKptv｛egco　6Tt　orvTSg　ot　Ev6etE；etg　stvai　zoAb　Kapiopt6pSvEg．

　　KaTctp）c6tg，　enavEaggTctoct　To　xoXsctK6　cr66Trlya．　OL　Thiriet　Kon　McKee　vzoeETouv　6Tt

τomaior　consiliumπP6πat　vct　1くαOoρ乏ζεtτηv　Kλ6tσητη弓πoλt筑K肇、⊆叩X群ε｛α⊆，6Ftbl⊆

xpoRnyo6pgvsg　peXST£g　vzo6etKv60vv　Tnv　o．6T6LOeax　Tov　consllium　maior　6eq　5nLtoTtictft

Ku）S6ρvncrη，（Στov　XCtvδctiくα，σταLtEσcrτoD　l　40u　ct1（bvcr．Σεαuτ6τo　dpOρoαvSλuσ（瓦

Tn　6ta6tKorota　T（Dv　no7L！TtKc｛｝v　axo（p6t6ecov　Teov　Fterpeev　vxoffT￥lpCilg　zpog　Tn　ffwvpo一

（popim　Tig　£Ft6pvng　Kctt　6ictxt6Teoffct　6Tt　To　conscilium　rogatorum　（R　ITepovoict）　Kon　To

concilium　feudatorum　（To　£vpSo6Xto　Tcov　opsov6ctpxcbv）　7glkpov　’vnv　zp（DToSovXict　Kat

o　p6月目g　Tov　conc“ium　inaior　3iTav　KoscbTepog　Ta）v　maa）v　ou＃．60vMtuv．　’ET6t，　n　nohTt｝cfi

ap）cny6｛a　Tov　Xav6aKa　ffp6n6t　va　opt6Te｛　cDg　ptta　oFtct6a　aT6itedv　ffov　eXorfictv　FtSpeg

ffs　Svor　orx6　avtu　Tct　oupSo6Xta．

　　て）（アovα（poρ（SLτ1’lv　noλ1τtKfiδ6vα樺｝τωvελ，ληv魏（（bv　ou（oγεvεt（bv，δtαπ｛στωσα6τtδε

6vpiisrstxav　oTct　6vl．LSo6Xtct　cDg　o；Ko’yeveisg　ctXX6t　pxopo6fforv　vct　6vFLFtsT6）covv　6Tn

6niiouKit　icvPepvnoil　cog　6troiia．　’EaetTa，　orvS？Lv6a　“1　eSGn　zov　Kasetxorv　ot’EXXRv69

6Tnv　eCov6tct　T“g　6ilyoTtKilg　icDBSpvvlong　arov　X6Lv6ctKct　Kat　6iaxi6Tcooct　6u　60i5×6vav

Kvpimg　cog　ctKTorp1）PtorKfi，　yayov6g　zov　6vv66enKa　6T£v6t　pE　Tct　avuTovpKzK｛St　pSTpct

avT“g　eqg　sNox“g．　EEo＄．tevcog，　eor　zpezEt　va　vzo6eiCa）　6“　ot　’EXXnvsg　（svi．tFt6T£txctv　ocR

si］FtoTtKii　KvPSpvn6n　npoffcopiv6t　Kat　n　GvpFtsToxJft　Tovg　6s　6iwodvgt　6Tt　PpiffKovcuv

σεδtαδuくασ｛αα（poμo｛（D（川く；昇ετov⊆　feudatarii．

　　殖πρOσCOPtv6Tητατη⊆σり（逢ση⊆Ctvdr＃6σorσεダEλλ磯vε（；KOしt　feU（董atari三（Pα毛Vεταtστ乱⊆

6iaeilKEg　FteX（hv　TcDv　sXA．RvtKcbv　oiKo7evmcbv，　av　Kat　n　McKee　ug　napovotagei　cog　sv6ei－

E；6ig　a（posLoia）6ilg．　£v’yscEKpipeva，　pL6vo　6tv5p6g　nov　hTctv　or）yyevetg　K｛SLffotov　KttT6）cov

eδ≦）α⊆τou　ou緋BovX．｛oD　KαtγDvα毛Kε⊆πov　i：1τctvπαvτPε辞｛…vε⊆μετou〈；feudatarii（1（P丁1σαv

6ictefiKEg，　ol　ozotEg　ctvct（pSpovTon　Kat　6T13　PcoFtonoKctOoA．IKIft　6KKA）n6tor　Kct；　oTllv　E）LA．31－

VtWt　Oρe6δ◎ζηεKKλησiα．　M6voσεπερ侃6σε竈⊆πoりK伽。しα＜＜πoλu：trCi：1＞＞σ）cE〈sη　XCtpβa－

ve　）c（i｝pct　ffv3v　zEpto50　Tng　6Tctvpo（poptorg　TTIg　£pL6pv13g，　s．tSXI］　eXXnvlKchv　otKo“yEvstcbv

KctT6L（pepvctv　vct　xX．316t6t60vv　Tll　epTluKgvuKA　vooTponict　Kct1　KolvcovtK6rllTa　Tcov

feudatarii，δ10τηp（bvτα⊆，παρ6λαα帆d，τηv　xorvτ6τ磯τCtτoD⊆ωg　Oρ06δoξoi　Xρtστtαvot

　　Koしτα瀕γωvτα⊆，στov　X伽δαKα，αv　Kαω頑ρξεπoλ鷲u婚αρ漁γε｛απλεtoΨη（P｛α⊆εOvo－

ThTcov，　n　arpoFto｛cooil　Tovg　6sv　EXctSs　7c（hpor．　H　6roregp6TnTor　Ta）v　EevoTtK（hv　osL〈St6（Dv
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6；aTnpiftenKe　orn6　Tnv　）cpoviK“　Kcu　6LTvzT］　npo6S’y’yton　Tov　v6pLov，　Ttuv　ee6Ft（bv，　Tng

’r7Lch6crag　Kat　！6todTepct　“lg　epnoKgDrti（hg　vooTpoxtorg，　xov　etvat　？1　B6teq　T（Dv　6t）L）La）v　oTot一

）cE｛cDv　Tcov　sev｛｛）v．　K　EEpiETcooil　xov　Xav6ctKct　orrrorEA．et　）corpctKTnpt6TiK6　zorp6t6ai’rFta

aevoTftTcov　xov　6ev　ct（poFioichenKctv　6Tct　BaXK6tvia　Kon　oTnv　ctvasoXLKft　Me66yEto，

ffe　ctvTte£6n　pe　’cn　Popsto5v“Kfi　Ei）pcbzn．
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